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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】大画面及び高解像度のディスプレイに適用可能
な、タッチ感度の低下がない、タッチ表示装置、タッチ
駆動回路及びタッチ駆動方法を提供する。
【解決手段】タッチ駆動回路がタッチ電極を駆動するに
当たって、タッチ電極別に、時定数（例：ＲＣ遅延）の
差、タッチ駆動回路からタッチ駆動信号の伝達を受ける
信号伝達長の差またはタッチ駆動回路から離れた距離の
差のようなタッチ電極別またはセンシンググループ別の
差を考慮して、タッチ電極別またはタッチ電極グループ
（センシンググループ）別に異なる信号特性（例：駆動
周波数）のタッチ駆動信号を供給する。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のタッチ電極が配置されたタッチパネルと、
　複数のタッチ電極のうちの１つ以上にタッチ駆動信号を供給するタッチ駆動回路とを含
み、
　前記複数のタッチ電極は第１タッチ電極と第２タッチ電極を含み、
　ａ）前記第２タッチ電極での時定数が前記第１タッチ電極での時定数より小さい場合と
、ｂ）前記第２タッチ電極が前記第１タッチ電極に比べて前記タッチ駆動回路の近くに位
置する場合と、ｃ）前記第２タッチ電極が前記第１タッチ電極に比べて前記タッチ駆動信
号の信号伝達長さが短い場合のうち、少なくとも１つの場合に、
　前記第２タッチ電極に供給されるタッチ駆動信号の駆動周波数は前記第１タッチ電極に
供給されるタッチ駆動信号の駆動周波数より高い、タッチ表示装置。
【請求項２】
　前記第１タッチ電極と前記タッチ駆動回路を連結する第１タッチラインと、
　前記第２タッチ電極と前記タッチ駆動回路を連結する第２タッチラインとを含み、
　前記第１タッチ電極での時定数は、前記タッチ駆動回路、前記第１タッチライン、及び
前記第１タッチ電極でのＲＣ遅延に対応し、
　前記第２タッチ電極での時定数は、前記タッチ駆動回路、前記第２タッチライン、及び
前記第２タッチ電極でのＲＣ遅延に対応する、請求項１に記載のタッチ表示装置。
【請求項３】
　前記第１タッチ電極に供給されるタッチ駆動信号のパルス個数は、前記第２タッチ電極
に供給されるタッチ駆動信号のパルス個数と同一である、請求項１に記載のタッチ表示装
置。
【請求項４】
　前記第１タッチ電極と前記第２タッチ電極は、前記タッチ駆動回路に含まれた同一な第
１マルチプレクサに連結される、請求項１に記載のタッチ表示装置。
【請求項５】
　前記第１タッチ電極と前記第２タッチ電極は、前記タッチ駆動回路に含まれる異なる第
１マルチプレクサと第２マルチプレクサに別に連結される、請求項１に記載のタッチ表示
装置。
【請求項６】
　前記第２マルチプレクサと連結された前記第２タッチ電極に前記タッチ駆動信号が供給
される時、
　前記第１マルチプレクサと連結された第３タッチ電極に前記タッチ駆動信号が供給され
、
　前記第３タッチ電極に供給されるタッチ駆動信号の駆動周波数は前記第２タッチ電極に
供給されるタッチ駆動信号の駆動周波数と同一である、請求項５に記載のタッチ表示装置
。
【請求項７】
　前記第１マルチプレクサと連結された前記第１タッチ電極に前記タッチ駆動信号が供給
される時、
　前記第２マルチプレクサと連結された第４タッチ電極に前記タッチ駆動信号が供給され
、
　前記第４タッチ電極に供給されるタッチ駆動信号の駆動周波数は、前記第１タッチ電極
に供給されるタッチ駆動信号の駆動周波数と同一である、請求項５に記載のタッチ表示装
置。
【請求項８】
　第１タッチ駆動期間に前記第１タッチ電極に前記タッチ駆動信号が供給され、
　前記第１タッチ駆動期間と異なる第２タッチ駆動期間に前記第２タッチ電極に前記タッ
チ駆動信号が供給され、



(3) JP 2019-121383 A 2019.7.22

10

20

30

40

50

　前記第２タッチ駆動期間の長さは前記第１タッチ駆動期間の長さより短い、請求項１に
記載のタッチ表示装置。
【請求項９】
　前記第１タッチ駆動期間以前に第１ディスプレイ駆動期間が存在し、前記第１タッチ駆
動期間と前記第２タッチ駆動期間との間に前記第２ディスプレイ駆動期間が存在し、
　または、前記第１タッチ駆動区間と前記第２タッチ駆動区間との間には第１ディスプレ
イ駆動区間が存在し、前記第２タッチ駆動区間以後には第２ディスプレイ駆動区間が存在
し、
　前記第１ディスプレイ駆動期間の長さと前記第２ディスプレイ駆動期間の長さは同一で
ある、請求項８に記載のタッチ表示装置。
【請求項１０】
　前記第１タッチ駆動期間以前に第１ディスプレイ駆動期間が存在し、前記第１タッチ駆
動期間と前記第２タッチ駆動期間との間に前記第２ディスプレイ駆動期間が存在し、
　または、前記第１タッチ駆動区間と前記第２タッチ駆動区間との間には第１ディスプレ
イ駆動区間が存在し、前記第２タッチ駆動区間以後には第２ディスプレイ駆動区間が存在
し、
　前記第２ディスプレイ駆動期間の長さは前記第１ディスプレイ駆動期間の長さと異なる
、請求項８に記載のタッチ表示装置。
【請求項１１】
　前記第１タッチ駆動期間の長さと前記第１ディスプレイ駆動期間の長さとの和は、前記
第２タッチ駆動期間の長さと前記第２ディスプレイ駆動期間の長さとの和と同一である、
請求項１０に記載のタッチ表示装置。
【請求項１２】
　前記タッチ表示装置は、キオスク（KIOSK）である、請求項１に記載のタッチ表示装置
。
【請求項１３】
　複数のタッチ電極が配置されたタッチパネルを駆動するタッチ駆動回路であって、
　前記複数のタッチ電極のうちの１つ以上にタッチ駆動信号を供給する信号供給部を含み
、
　前記複数のタッチ電極は第１タッチ電極と第２タッチ電極を含み、
　ａ）前記第２タッチ電極での時定数が前記第１タッチ電極での時定数より小さい場合と
、ｂ）前記第２タッチ電極が前記第１タッチ電極に比べて前記タッチ駆動回路の近くに位
置する場合と、ｃ）前記第２タッチ電極が前記第１タッチ電極に比べて前記タッチ駆動信
号の信号伝達長さが短い場合のうち、少なくとも１つの場合に、
　前記第２タッチ電極に供給されるタッチ駆動信号の駆動周波数は前記第１タッチ電極に
供給されるタッチ駆動信号の駆動周波数より高い、タッチ駆動回路。
【請求項１４】
　複数のタッチ電極が配置されたタッチパネルを駆動するタッチ駆動方法であって、
　前記複数のタッチ電極のうちの１つ以上にタッチ駆動信号を供給するステップを含み、
　前記複数のタッチ電極は第１タッチ電極と第２タッチ電極を含み、
　ａ）前記第２タッチ電極での時定数が前記第１タッチ電極での時定数より小さい場合と
、ｂ）前記第２タッチ電極が前記第１タッチ電極に比べて前記タッチ駆動回路の近くに位
置する場合と、ｃ）前記第２タッチ電極が前記第１タッチ電極に比べて前記タッチ駆動信
号の信号伝達長が短い場合のうち、少なくとも１つの場合に、
　前記第２タッチ電極に供給されるタッチ駆動信号の駆動周波数は前記第１タッチ電極に
供給されるタッチ駆動信号の駆動周波数より高い、タッチ駆動方法。
【請求項１５】
　複数のタッチ電極が配置されたタッチパネルと、
　前記複数のタッチ電極のうちの１つ以上にタッチ駆動信号を供給するタッチ駆動回路を
含み、
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　前記複数のタッチ電極は互いに異なる位置に配置される第１タッチ電極と第２タッチ電
極を含み、
　前記第２タッチ電極は前記第１タッチ電極に比べて前記タッチ駆動回路の近くに配置さ
れ、
　前記第１タッチ電極にタッチ駆動信号が供給される第１タッチ電極センシング期間の時
間の長さは、前記第２タッチ電極にタッチ駆動信号が供給される第２タッチ電極センシン
グ期間の時間の長さと互いに異なる、タッチ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はタッチ表示装置、タッチ駆動回路、及びタッチ駆動方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　情報化社会が発展するにつれて、画像を表示するためのタッチディスプレイ表示装置に
対する要求が多様な形態に増加しており、最近は液晶表示装置、プラズマ表示装置、有機
発光表示装置などのさまざまな表示装置が活用されている。
【０００３】
　このような表示装置のうち、ボタン、キーボード、マウスなどの通常的な入力方式から
脱皮して、ユーザが情報あるいは命令を容易に、直観的に、かつ便利に入力できるように
するタッチベースの入力方式を提供するタッチ表示装置がある。
【０００４】
　このようなタッチ表示装置はタッチセンシングのために多数のタッチ電極を順次にセン
シングして、センシングされた結果を集めてタッチ有無やタッチ座標を算出する。
【０００５】
　このような多数のタッチ電極を順次にセンシングしなければならないので、タッチセン
シングを完了することに相当に多い時間がかかる問題点があった。しかしながら、タッチ
センシングに要求される正確性のため、タッチセンシングにかかる時間を減らすことがで
きる方案を容易に見つけ難い実状である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような背景で、本発明の実施形態の目的は、タッチ感度の低下無しで、全てのタッ
チ電極をセンシングすることにかかるタッチセンシング時間を減らすことができるタッチ
表示装置、タッチ駆動回路、及びタッチ駆動方法を提供することにある。
【０００７】
　また、本発明の実施形態の他の目的は、タッチ感度を低下させることなく、多くのディ
スプレイ駆動時間の確保を可能にする方式によりタッチ駆動を遂行することができるタッ
チ表示装置、タッチ駆動回路、及びタッチ駆動方法を提供することにある。
【０００８】
　また、本発明の実施形態の更に他の目的は、大画面及び高解像度のディスプレイを可能
にする方式によりタッチ駆動を遂行することができるタッチ表示装置、タッチ駆動回路、
及びタッチ駆動方法を提供することにある。
【０００９】
　また、本発明の実施形態の更に他の目的は、タッチ電極別またはセンシンググループ（
同時にセンシングできるタッチ電極のグループ）別の時定数の差を考慮してタッチ駆動信
号の信号特性を異なるようにしてタッチ駆動を遂行することができるタッチ表示装置、タ
ッチ駆動回路、及びタッチ駆動方法を提供することにある。
【００１０】
　また、本発明の実施形態の更に他の目的は、タッチ電極別またはセンシンググループ（
同時にセンシングできるタッチ電極のグループ）別の信号伝達長の差を考慮してタッチ駆
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動信号の信号特性を異なるようにしてタッチ駆動を遂行することができるタッチ表示装置
、タッチ駆動回路、及びタッチ駆動方法を提供することにある。
【００１１】
　また、本発明の実施形態の更に他の目的は、タッチ電極別またはセンシンググループ（
同時にセンシングできるタッチ電極のグループ）別の位置の差を考慮してタッチ駆動信号
の信号特性を異なるようにしてタッチ駆動を遂行することができるタッチ表示装置、タッ
チ駆動回路、及びタッチ駆動方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　一態様において、本発明の実施形態は、複数のタッチ電極が配置されたタッチパネルと
、複数のタッチ電極のうちの１つ以上にタッチ駆動信号を供給するタッチ駆動回路を含む
タッチ表示装置を提供することができる。
【００１３】
　タッチパネルで、複数のタッチ電極は第１タッチ電極と第２タッチ電極を含むことがで
きる。
【００１４】
　ａ）第２タッチ電極での時定数が第１タッチ電極での時定数より小さい場合と、ｂ）第
２タッチ電極が第１タッチ電極に比べてタッチ駆動回路の近くに位置する場合と、ｃ）第
２タッチ電極が第１タッチ電極に比べてタッチ駆動信号の信号伝達長が短い場合のうち、
少なくとも１つの場合に、第２タッチ電極に供給されるタッチ駆動信号の駆動周波数は第
１タッチ電極に供給されるタッチ駆動信号の駆動周波数より高いことがある。
【００１５】
　タッチパネルは第１タッチ電極とタッチ駆動回路を連結する第１タッチラインと、第２
タッチ電極とタッチ駆動回路を連結する第２タッチラインを含むことができる。
【００１６】
　第１タッチ電極での時定数は、タッチ駆動回路、第１タッチライン、及び第１タッチ電
極でのＲＣ遅延に対応し、第２タッチ電極での時定数はタッチ駆動回路、第２タッチライ
ン、及び第２タッチ電極でのＲＣ遅延に対応できる。
【００１７】
　第２タッチ電極は、第１タッチ電極に比べてタッチ駆動回路の近くに位置することがで
きる。
【００１８】
　第２タッチ電極は第１タッチ電極に比べてタッチ駆動信号の信号伝達長が短いことがあ
る。
【００１９】
　第１タッチ電極と第２タッチ電極は、タッチ駆動回路に含まれた同一な第１マルチプレ
クサに連結できる。
【００２０】
　第１タッチ電極と第２タッチ電極は、タッチ駆動回路に含まれる異なる第１マルチプレ
クサと第２マルチプレクサに別に連結されることもできる。
【００２１】
　第２マルチプレクサと連結された第２タッチ電極にタッチ駆動信号が供給される時、第
１マルチプレクサと連結された第３タッチ電極にタッチ駆動信号が供給され、第３タッチ
電極に供給されるタッチ駆動信号の駆動周波数は第２タッチ電極に供給されるタッチ駆動
信号の駆動周波数と同一でありうる。
【００２２】
　第１マルチプレクサと連結された第１タッチ電極にタッチ駆動信号が供給される時、第
２マルチプレクサと連結された第４タッチ電極にタッチ駆動信号が供給され、第４タッチ
電極に供給されるタッチ駆動信号の駆動周波数は第１タッチ電極に供給されるタッチ駆動
信号の駆動周波数と同一でありうる。
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【００２３】
　第１タッチ駆動期間に第１タッチ電極にタッチ駆動信号が供給され、第１タッチ駆動期
間と異なる第２タッチ駆動期間に第２タッチ電極にタッチ駆動信号が供給され、第２タッ
チ駆動期間の長さは第１タッチ駆動期間の長さより短いことがある。
【００２４】
　第１タッチ駆動期間の以前に第１ディスプレイ駆動期間が存在し、第１タッチ駆動期間
と第２タッチ駆動期間との間に第２ディスプレイ駆動期間が存在することができる。
【００２５】
　第１ディスプレイ駆動期間の長さと第２ディスプレイ駆動期間の長さは同一でありうる
。
【００２６】
　または、第２ディスプレイ駆動期間の長さは第１ディスプレイ駆動期間の長さより長い
ことがある。
【００２７】
　この場合、第１タッチ駆動期間の長さと第１ディスプレイ駆動期間の長さとの和は、第
２タッチ駆動期間の長さと第２ディスプレイ駆動期間の長さの和と同一でありうる。
【００２８】
　タッチ表示装置は、キオスク（KIOSK）などの大型ディスプレイでありうる。
【００２９】
　他の態様において、本発明の実施形態は、複数のタッチ電極が配置されたタッチパネル
と、複数のタッチ電極のうちの１つ以上にタッチ駆動信号を供給し、タッチ駆動信号の供
給に従うタッチセンシング信号を受信するタッチ駆動回路を含むタッチ表示装置を提供す
ることができる。
【００３０】
　タッチパネルで、複数のタッチ電極は互いに異なる位置に配置される第１タッチ電極と
第２タッチ電極を含むことができる。
【００３１】
　タッチパネルで、第２タッチ電極が第１タッチ電極に比べてタッチ駆動回路の近くに位
置した場合、第２タッチ電極に供給されるタッチ駆動信号の駆動周波数は第１タッチ電極
に供給されるタッチ駆動信号の駆動周波数より高いことがある。
【００３２】
　更に他の態様において、本発明の実施形態は、複数のタッチ電極が配置されたタッチパ
ネルを駆動するタッチ駆動回路を提供することができる。
【００３３】
　このようなタッチ駆動回路は、複数のタッチ電極のうちの１つ以上にタッチ駆動信号を
供給する信号供給部と、タッチ駆動信号の供給によってタッチセンシング信号を受信する
信号受信部を含むことができる。
【００３４】
　複数のタッチ電極は第１タッチ電極と第２タッチ電極を含み、第２タッチ電極での時定
数が第１タッチ電極での時定数より小さい場合、第２タッチ電極に供給されるタッチ駆動
信号の駆動周波数は第１タッチ電極に供給されるタッチ駆動信号の駆動周波数より高いこ
とがある。
【００３５】
　更に他の態様において、本発明の実施形態は、複数のタッチ電極のうちの１つ以上にタ
ッチ駆動信号を供給するステップと、タッチ駆動信号の供給によってタッチセンシング信
号を受信するステップを含むタッチ駆動方法を向上させることができる。
【００３６】
　複数のタッチ電極は第１タッチ電極と第２タッチ電極を含み、第２タッチ電極での時定
数が第１タッチ電極での時定数より小さい場合、第２タッチ電極に供給されるタッチ駆動
信号の駆動周波数は第１タッチ電極に供給されるタッチ駆動信号の駆動周波数より高いこ
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とがある。
【００３７】
　更に他の態様において、本発明の実施形態は、複数のタッチ電極が配置されたタッチパ
ネルと、複数のタッチ電極のうちの１つ以上にタッチ駆動信号を供給し、タッチ駆動信号
の供給によってタッチセンシング信号を受信するタッチ駆動回路を含むタッチ表示装置を
提供することができる。
【００３８】
　タッチパネルで、複数のタッチ電極は第１タッチ電極と第２タッチ電極を含むことがで
きる。
【００３９】
　第２タッチ電極での時定数が第１タッチ電極での時定数より小さい場合、第２タッチ電
極に供給されるタッチ駆動信号は第１タッチ電極に供給されるタッチ駆動信号と異なる信
号特性を有することができる。
【００４０】
　更に他の態様において、本発明の実施形態は、複数のタッチ電極が配置されたタッチパ
ネルと、複数のタッチ電極のうちの１つ以上にタッチ駆動信号を供給し、タッチ駆動信号
の供給によってタッチセンシング信号を受信するタッチ駆動回路を含むタッチ表示装置を
提供することができる。
【００４１】
　このようなタッチ表示装置において、複数のタッチ電極は互いに異なる位置に配置され
る第１タッチ電極と第２タッチ電極を含むことができる。
【００４２】
　第２タッチ電極は、第１タッチ電極に比べてタッチ駆動回路の近くに配置できる。
【００４３】
　第１タッチ電極にタッチ駆動信号が供給される第１タッチ電極センシング期間は第２タ
ッチ電極にタッチ駆動信号が供給される第２タッチ電極センシング期間と互いに異なるこ
とができる。
【発明の効果】
【００４４】
　以上で前述した本発明の実施形態によれば、タッチ感度の低下無しで、全てのタッチ電
極をセンシングすることにかかるタッチセンシング時間を減らすことができるタッチ表示
装置、タッチ駆動回路、及びタッチ駆動方法を提供することができる。
【００４５】
　また、本発明の実施形態によれば、タッチ感度の低下無しで、多くのディスプレイ駆動
時間の確保を可能にする方式によりタッチ駆動を遂行することができるタッチ表示装置、
タッチ駆動回路、及びタッチ駆動方法を提供することができる。
【００４６】
　また、本発明の実施形態によれば、大画面及び高解像度のディスプレイを可能にする方
式によりタッチ駆動を遂行することができるタッチ表示装置、タッチ駆動回路、及びタッ
チ駆動方法を提供することができる。
【００４７】
　また、本発明の実施形態によれば、タッチ電極別またはセンシンググループ（同時にセ
ンシングできるタッチ電極のグループ）別の時定数の差を考慮してタッチ駆動信号の信号
特性を異なるようにしてタッチ駆動を遂行することができるタッチ表示装置、タッチ駆動
回路、及びタッチ駆動方法を提供することができる。
【００４８】
　また、本発明の実施形態によれば、タッチ電極別またはセンシンググループ（同時にセ
ンシングできるタッチ電極のグループ）別の信号伝達長の差を考慮してタッチ駆動信号の
信号特性を異なるようにしてタッチ駆動を遂行することができるタッチ表示装置、タッチ
駆動回路、及びタッチ駆動方法を提供することができる。
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【００４９】
　また、本発明の実施形態によれば、タッチ電極別またはセンシンググループ（同時にセ
ンシングできるタッチ電極のグループ）別の位置の差を考慮してタッチ駆動信号の信号特
性を異なるようにしてタッチ駆動を遂行することができるタッチ表示装置、タッチ駆動回
路、及びタッチ駆動方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置のディスプレイパートを示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置のタッチセンシングパートを示す図であ
る。
【図４】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置の実施例の図である。
【図５】本発明の実施形態に係るタッチ駆動回路を示す図である。
【図６】実施形態に係るタッチ表示装置のディスプレイ駆動とタッチ駆動の時分割駆動方
式を示す駆動タイミングを示す図である。
【図７】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置のディスプレイ駆動とタッチ駆動の独立
駆動方式を示す駆動タイミングを示す図である。
【図８】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置のタッチパネルに配置され、時定数が異
なる２つのタッチ電極を示す図である。
【図９】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置のタッチパネルに配置された２つのタッ
チ電極の時定数をＲＣ遅延で示す図である。
【図１０】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置のタッチパネルに配置された２つのタ
ッチ電極にタッチ駆動信号を供給する時、タッチ電極別の時定数の差の考慮無しで、時定
数が異なる２つのタッチ電極に供給されるタッチ駆動信号を示す図である。
【図１１】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置のタッチパネルに配置された２つのタ
ッチ電極にタッチ駆動信号を供給する時、タッチ電極別の時定数の差を考慮した駆動周波
数可変技法を用いて、時定数が異なる２つのタッチ電極に供給されるタッチ駆動信号を示
す図である。
【図１２】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置のタッチパネルに配置された多数のタ
ッチ電極のマルチプレクサ駆動方式を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態に係るマルチプレクサ駆動時、センシンググループ別の時定
数の差を考慮した駆動周波数可変技法を示す図である。
【図１４】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置のタッチパネルに配置された多数のタ
ッチ電極のマルチプレクサ駆動時、センシンググループ別の時定数の差を考慮した駆動周
波数可変技法が適用された駆動タイミングを示す図である。
【図１５】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置がＬＨＢ（Long Horizontal Blank）
を用いた時分割駆動と、これに従う画面分割表示領域を説明するための図である。
【図１６】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置がＬＨＢ（Long Horizontal Blank）
を用いた時分割駆動時、センシンググループ別の時定数の差を考慮した駆動周波数可変技
法が適用されない駆動タイミングを示す図である。
【図１７ａ】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置がＬＨＢ（Long Horizontal Blank
）を用いた時分割駆動時、センシンググループ別の時定数の差を考慮した駆動周波数可変
技法が適用された駆動タイミングを示す図である。
【図１７ｂ】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置がＬＨＢ（Long Horizontal Blank
）を用いた時分割駆動時、ロードフリー駆動が共に遂行される場合、センシンググループ
別の時定数の差を考慮した駆動周波数可変技法が適用された駆動タイミングを示す図であ
る。
【図１８】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置がＬＨＢ（Long Horizontal Blank）
を用いた時分割駆動時、駆動周波数可変技法の適用に従うタッチ駆動期間とディスプレイ
駆動期間に対する例示図である。
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【図１９】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置がＬＨＢ（Long Horizontal Blank）
を用いた時分割駆動時、駆動周波数可変技法の適用に従うタッチ駆動期間とディスプレイ
駆動期間に対する他の例示図である。
【図２０】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置が２つのタッチ駆動回路を用いてタッ
チパネルを駆動する場合を示す図である。
【図２１】本発明の実施形態に係るタッチ駆動回路の概略的なブロック図である。
【図２２】本発明の実施形態に係るタッチ表示装置の具現例示としてキオスクを示す図で
ある。
【図２３】本発明の実施形態に係るタッチ駆動方法の概略的なフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　以下、本発明の一部の実施形態を例示的な図面を参照して詳細に説明する。各図面の構
成要素に参照符号を付加するに当たって、同一な構成要素に対しては、たとえ他の図面上
に表示されても、できる限り同一な符号を有することができる。また、本発明を説明する
に当たって、関連した公知構成または機能に対する具体的な説明が本発明の要旨を曖昧に
することがあると判断される場合には、その詳細な説明は省略することができる。
【００５２】
　また、本発明の構成要素を説明するに当たって、第１、第２、Ａ、Ｂ、（ａ）、（ｂ）
などの用語を使用することができる。このような用語はその構成要素を他の構成要素と区
別するためのものであり、その用語により当該構成要素の本質や回順序、順序、または個
数などが限定されない。ある構成要素が他の構成要素に“連結”、“結合”、または“接
続”されると記載された場合、その構成要素はその他の構成要素に直接的に連結または接
続できるが、各構成要素の間に更に他の構成要素が“介在”されるか、または各構成要素
が他の構成要素を通じて“連結”、“結合”、または“接続”されることもできると理解
されるべきである。
【００５３】
　図１は、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０を示す図である。
【００５４】
　本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０は、映像を表示する映像表示機能を提供す
るだけでなく、指によるタッチセンシング機能も提供することができ、ペンなどのタッチ
道具によるタッチセンシング機能も提供することができる。
【００５５】
　ここで、‘ペン’は信号送受信機能を有するか、タッチ表示装置１０と連動動作が遂行
できるか、または自体電源を含むタッチ道具であるアクティブペン（Active Pen）と、信
号送受信機能及び自体電源などがないタッチ道具であるパッシブペン（Passive Pen）な
どを含むことができる。
【００５６】
　ここで、タッチ道具は指だけでなく、指に代えて画面をタッチすることができる全ての
物体を意味し、タッチオブジェクトまたはタッチポインタということもできる。
【００５７】
　以下で、指はパッシブペンなどの受動的なタッチ道具を代表するものとして見なし、ペ
ンはアクティブペンなどの能動的なタッチ道具を代表するものとして見なすことができる
。ここで、ペンはスタイラス（Stylus）、スタイラスペン（Stylus Pen）、またはアクテ
ィブスタイラスペン（Active Stylus Pen）などということもできる。
【００５８】
　本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０は、一例に、テレビ（ＴＶ）、モニターな
どであるか、またはタブレット、スマートフォンなどのモバイルデバイスでありうる。
【００５９】
　本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０は、映像表示機能を提供するためのディス
プレイパート（Display Part）とタッチセンシングのためのタッチセンシングパート（To
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uch Sensing Part）を含むことができる。
【００６０】
　以下では、図２から図３を参照して、タッチ表示装置１０のディスプレイパート（Disp
lay Part）とタッチセンシングパート（Touch Sensing Part）に対する構造を簡略に説明
する。
【００６１】
　図２は、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０におけるディスプレイパートを示
す図である。
【００６２】
　図２を参照すると、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０のディスプレイパート
（Display Part）は、表示パネル１１０、データ駆動回路１２０、ゲート駆動回路１３０
、及びディスプレイコントローラ１４０などを含むことができる。
【００６３】
　表示パネル１１０は多数のデータラインＤＬと多数のゲートラインＧＬが配置され、多
数のデータラインＤＬと多数のゲートラインＧＬにより定義される（区画される）多数の
サブピクセルＳＰが配列されている。
【００６４】
　データ駆動回路１２０は、多数のデータラインＤＬにデータ電圧を供給して多数のデー
タラインＤＬを駆動する。
【００６５】
　ゲート駆動回路１３０は、多数のゲートラインＧＬにスキャン信号を順次的に供給して
多数のゲートラインＧＬを駆動する。
【００６６】
　ディスプレイコントローラ１４０は、データ駆動回路１２０及びゲート駆動回路１３０
に各種制御信号（ＤＣＳ、ＧＣＳ）を供給して、データ駆動回路１２０及びゲート駆動回
路１３０の動作を制御する。
【００６７】
　このようなディスプレイコントローラ１４０は、各ディスプレイフレームで具現するタ
イミングによってスキャンを始めて、外部から入力される入力映像データをデータ駆動回
路１２０で使用するデータ信号形式に合うように転換して、転換された映像データ（ＤＡ
ＴＡ）を出力し、スキャンに合せて適当な時間にデータ駆動を統制する。
【００６８】
　このようなディスプレイコントローラ１４０は、通常のディスプレイ技術で用いられる
タイミングコントローラ（Timing Controller）であるか、タイミングコントローラ（Tim
ing Controller）を含んで他の制御機能もさらに遂行する制御装置でありうる。
【００６９】
　このようなディスプレイコントローラ１４０は、データ駆動回路１２０と別途の部品で
具現されることもでき、データ駆動回路１２０と共に集積回路で具現されることもできる
。
【００７０】
　一方、データ駆動回路１２０は、少なくとも１つのソースドライバ集積回路（Source D
river Integrated Circuit）を含んで具現できる。
【００７１】
　各ソースドライバ集積回路は、シフトレジスタ（Shift Register）、ラッチ回路（Latc
h Circuit）、デジタルアナログコンバータ（ＤＡＣ：Digital to Analog Converter）、
出力バッファ（Output Buffer）などを含むことができ、場合によって、アナログデジタ
ルコンバータ（Analog to Digital Converter）などをさらに含むことができる。
【００７２】
　ゲート駆動回路１３０は、少なくとも１つのゲートドライバ集積回路（Gate Driver In
tegrated Circuit）を含んで具現できる。
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【００７３】
　各ゲートドライバ集積回路は、シフトレジスタ（Shift Register）、レベルシフター（
Level Shifter）などを含むことができる。
【００７４】
　データ駆動回路１２０は、表示パネル１１０の一側（例：上側または下側）のみに位置
することもでき、場合によっては、駆動方式、パネル設計方式などによって表示パネル１
１０の両側（例：上側と下側）に全て位置することもできる。
【００７５】
　ゲート駆動回路１３０は、表示パネル１１０の一側（例：左側または右側）のみに位置
することもでき、場合によっては、駆動方式、パネル設計方式などによって表示パネル１
１０の両側（例：左側と右側）に全て位置することもできる。
【００７６】
　一方、表示パネル１１０は、液晶表示パネル、有機発光表示パネル、及びプラズマ表示
パネルなどの多様なタイプの表示パネルでありうる。
【００７７】
　図３は、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置のタッチセンシングパートを示す図で
ある。
【００７８】
　図３を参照すると、タッチ表示装置１０はキャパシタンスベースのタッチセンシング技
法を通じて指及び／又はペンによるタッチ有無またはタッチ位置をセンシングすることが
できる。
【００７９】
　このために、図３に図示したように、タッチ表示装置１０は多数のタッチ電極ＴＥが配
置されたタッチパネルＴＳＰとこれを駆動するためのタッチ回路３００を含むことができ
る。
【００８０】
　タッチ表示装置１０は、タッチ有無、タッチ位置などによって各タッチ電極ＴＥ毎に形
成されたキャパシタンスまたはその変化を測定してタッチ入力をセンシングするセルフキ
ャパシタンス（Self-capacitance）ベースのタッチセンシング機能を提供することができ
る。
【００８１】
　タッチパネルＴＳＰには、多数のタッチ電極ＴＥが配置できる。
【００８２】
　タッチパネルＴＳＰには、多数のタッチ電極ＴＥとタッチ回路３００を電気的に連結す
る多数の信号ラインＳＬが配置できる。
【００８３】
　タッチ回路３００は、多数のタッチ電極ＴＥのうちの１つ以上にタッチ駆動信号を供給
し、タッチ駆動信号が印加されたタッチ電極ＴＥからタッチセンシング信号を受信するこ
とによって、タッチ電極ＴＥをセンシングすることができる。
【００８４】
　一方、タッチ表示装置１０は、ミューチュアルキャパシタンス（Mutual-capacitance）
ベースのタッチセンシング機能を提供することができる。この場合、多数のタッチ電極Ｔ
Ｅは駆動電極（送信電極）とセンシング電極（受信電極）に分けられて、駆動電極に該当
するタッチ電極ＴＥにはタッチ駆動信号が印加され、センシング電極に該当するタッチ電
極ＴＥではタッチセンシング信号が検出されて、タッチ有無、タッチ位置などによって駆
動電極に該当するタッチ電極ＴＥとセンシング電極に該当するタッチ電極ＴＥとの間のキ
ャパシタンス（ミューチュアルキャパシタンス）、またはその変化に基づいてタッチ有無
及び／又はタッチ座標をセンシングすることができる。
【００８５】
　以下では、説明の便宜のために、タッチ表示装置１０はセルフキャパシタンスベースの
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タッチセンシング方式を提供し、タッチパネルＴＳＰもセルフキャパシタンスベースのタ
ッチセンシングのために図３のように設計された場合を仮定する。
【００８６】
　図３に図示された多数のタッチ電極ＴＥの配列形態と、各タッチ電極ＴＥの形状などは
例示であり、多様に設計できる。
【００８７】
　１つのタッチ電極ＴＥが形成される領域の大きさは、１つのサブピクセルが形成される
領域の大きさと対応されることもできる。
【００８８】
　または、１つのタッチ電極ＴＥが形成される領域の大きさは１つのサブピクセルが形成
される領域の大きさより大きいことがある。この場合、１つのタッチ電極ＴＥは２つ以上
のデータライン及び２つ以上のゲートラインと重畳できる。
【００８９】
　例えば、１つのタッチ電極ＴＥが形成される領域の大きさは数個～数十個のサブピクセ
ル領域の大きさと対応できる。
【００９０】
　一方、タッチパネルＴＳＰは表示パネル１１０と別途に製作されて表示パネル１１０に
結合される外付け型（アド－オン（Add-On）タイプともいう）であるか、または表示パネ
ル１１０に内蔵される内蔵型（例：イン－セル（In-Cell）タイプ、オン－セル（On-Cell
）タイプなど）でありうる。
【００９１】
　タッチパネルＴＳＰが表示パネル１１０に内蔵された場合、表示パネル１１０の製作時
、タッチ電極ＴＥがディスプレイ駆動と関連した他の電極や信号配線と共に形成できる。
【００９２】
　図４は、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０の実施例の図である。但し、タッ
チパネルＴＳＰが表示パネル１１０に内蔵された場合を仮定する。
【００９３】
　図４を参照すると、タッチ回路３００は、タッチパネルＴＳＰにタッチ駆動信号を供給
し、タッチパネルＴＳＰからタッチセンシング信号を検出（受信）するための１つ以上の
タッチ駆動回路ＴＤＣと、タッチ駆動回路ＴＤＣのタッチセンシング信号検出結果を用い
てタッチ入力の有無及び／又は位置などを突き止めるタッチコントローラＴＣＲなどを含
むことができる。
【００９４】
　タッチ回路３００には１つ以上のタッチ駆動回路ＴＤＣを含むことができ、各タッチ駆
動回路ＴＤＣが１つの集積回路ＩＣで具現されるか、または２つ以上のタッチ駆動回路Ｔ
ＤＣが１つの集積回路ＩＣで具現できる。
【００９５】
　一方、タッチ回路３００に含まれたタッチ駆動回路ＴＤＣは、データ駆動回路１２０を
具現したソースドライバ集積回路ＳＤＩＣと共に、統合された統合集積回路ＳＲＩＣに統
合されて具現されることもできる。
【００９６】
　即ち、タッチ表示装置１０は１つ以上の統合集積回路ＳＲＩＣを含むことができるが、
各統合集積回路ＳＲＩＣはタッチ駆動回路ＴＤＣとソースドライバ集積回路ＳＤＩＣを含
むことができる。
【００９７】
　このように、タッチ駆動のためのタッチ駆動回路ＴＤＣとデータ駆動のためのソースド
ライバ集積回路ＳＤＩＣの統合具現は、タッチパネルＴＳＰが表示パネル１１０に内蔵さ
れる内蔵型であり、タッチ電極ＴＥと連結された信号ラインＳＬがデータラインＤＬと平
行に配置された場合に、タッチ駆動及びデータ駆動を効果的に遂行することができる。
【００９８】
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　一方、タッチパネルＴＳＰが表示パネル１１０に内蔵される内蔵型の場合、各タッチ電
極ＴＥは多様に作られることができる。
【００９９】
　タッチ表示装置１００が液晶表示装置などのタイプで具現された場合、映像表示のため
のディスプレイ駆動期間の間、共通電圧が印加される共通電極を多数個にブロック化し、
これを多数のタッチ電極ＴＥに活用することができる。
【０１００】
　このような場合、タッチ電極ＴＥは、タッチセンシングのためのタッチ駆動期間の間、
タッチ駆動信号が印加されるか、またはタッチセンシング信号が検出され、映像表示のた
めのディスプレイ駆動期間の間、共通電圧が印加できる。
【０１０１】
　この場合、ディスプレイ駆動期間の間、多数のタッチ電極ＴＥはタッチ回路３００の内
部で全て電気的に連結され、共通電圧の印加を共通に受けることができる。
【０１０２】
　タッチ駆動期間の間、タッチ回路３００の内部で多数のタッチ電極ＴＥのうちの一部ま
たは全体が選択され、選択された１つ以上のタッチ電極ＴＥはタッチ回路３００のタッチ
駆動回路ＴＤＣからタッチ駆動信号の印加を受けるか、またはタッチ回路３００のタッチ
駆動回路ＴＤＣによりタッチセンシング信号が検出できる。
【０１０３】
　また、各タッチ電極ＴＥは重畳する多数のサブピクセル内のピクセル電極と電界を形成
するために多数のスリット（ホール（Hole）ともいう）が存在することができる。
【０１０４】
　一方、タッチ表示装置１０が有機発光表示装置で具現された場合、表示パネル１１０の
前面配置され、共通電圧が印加される共通電極（例：カソード電極など）が多数のタッチ
電極ＴＥに活用されることもでき、共通電極上の封止層（Encapsulation Layer）上に多
数のタッチ電極ＴＥが別途に形成されることもできる。
【０１０５】
　ここで、表示パネル１１０の前面に配置された共通電極は、一例に、各サブピクセルＳ
Ｐ内の有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ：Organic Light Emitting Diode）のアノード電極
（ピクセル電極に該当する）とカソード電極のうちのカソード電極で、共通電圧はカソー
ド電圧でありうる。
【０１０６】
　この場合、各タッチ電極ＴＥはオープン領域（開口部）がない電極形態でありうる。こ
の際、多数のタッチ電極ＴＥの各々はサブピクセルＳＰでの発光のために透明電極であり
うる。
【０１０７】
　または、各タッチ電極ＴＥは多数個のオープン領域（開口部）があるメッシュタイプの
電極でありうる。この際、各タッチ電極ＴＥで各オープン領域はサブピクセルＳＰの発光
領域（例：アノード電極の一部が位置した領域）に対応できる。
【０１０８】
　一方、タッチ駆動期間（タッチセンシング期間）の間、タッチ駆動信号がタッチ電極Ｔ
Ｅに供給される時、タッチセンシングとは関連のないことがある他の電極及び信号ライン
にもタッチ駆動信号と同一または対応するロードフリー駆動（ＬＦＤ：Load Free Drivin
g）信号が印加できる。
【０１０９】
　ロードフリー駆動信号は、タッチ駆動信号が供給されるタッチ電極ＴＥとタッチセンシ
ングと関連のない他の電極／信号ラインの間に形成される不要な寄生キャパシタンスを除
去する信号である。
【０１１０】
　一例に、ロードフリー駆動信号は、タッチ駆動信号と周波数及び位相が同一または類似
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することができ、タッチ駆動信号と振幅が同一または類似することができる。この際、ロ
ードフリー駆動信号の周波数、位相、及び振幅のうちの少なくとも１つがタッチ駆動信号
の周波数、位相、及び振幅のうち、少なくとも１つと類似の場合、その差は予め定まった
許容誤差範囲（例：１％、２％、５％など）以内でありうる。
【０１１１】
　例えば、タッチ駆動期間の間、全てのデータラインＤＬまたは一部のデータラインＤＬ
にロードフリー駆動信号が印加できる。
【０１１２】
　他の例として、タッチ駆動期間の間、全てのゲートラインＧＬまたは一部のゲートライ
ンＧＬにロードフリー駆動信号が印加できる。
【０１１３】
　更に他の例として、タッチ駆動期間の間、タッチセンシング対象となるタッチ電極ＴＥ
の周辺のタッチ電極または全てのタッチ電極ＴＥにロードフリー駆動信号が印加できる。
【０１１４】
　更に他の例として、タッチ駆動回路ＴＤＣは、タッチ駆動期間の間、全てのタッチ電極
ＴＥにタッチ駆動信号を同時に供給し、全てのタッチ電極ＴＥのうち、センシング対象と
なる１つ以上のタッチ電極ＴＥのみを順次にセンシングすることもできる。ここで、全て
のタッチ電極ＴＥにタッチ駆動信号（ロードフリー駆動信号）が同時に供給される時、全
てのデータラインＤＬと全てのゲートラインＧＬにロードフリー駆動信号が印加されるこ
ともできる。
【０１１５】
　一方、本発明の実施形態において、パネル駆動信号は、タッチパネルＴＳＰ、表示パネ
ル１１０、またはタッチパネルＴＳＰを内蔵する表示パネル１１０に印加される全ての信
号を意味することができる。
【０１１６】
　一方、タッチ駆動回路ＴＤＣ及びソースドライバ集積回路ＳＤＩＣの各々は、ＴＣＰ（
Tape Carrier Package）タイプ、ＣＯＦ（Chip On Film）タイプ、またはＣＯＧ（Chip O
n Glass）タイプなどで具現できる。
【０１１７】
　また、タッチ駆動回路ＴＤＣ及びソースドライバ集積回路ＳＤＩＣを統合した統合集積
回路ＳＲＩＣもＴＣＰ（Tape Carrier Package）タイプ、ＣＯＦ（Chip On Film）タイプ
、またはＣＯＧ（Chip On Glass）タイプなどで具現できる。
【０１１８】
　例えば、図４の例示のように、統合集積回路ＳＲＩＣがＣＯＦタイプで具現された場合
、統合集積回路ＳＲＩＣはフィルム上に実装され、統合集積回路ＳＲＩＣが実装されたフ
ィルムの一端は表示パネル１１０の外郭パッド部と連結され、他端は印刷回路基板ＰＣＢ
に連結できる。
【０１１９】
　印刷回路基板ＰＣＢにはタッチコントローラＴＣＲが実装できる。
【０１２０】
　一方、タッチ駆動回路ＴＤＣとタッチコントローラＴＣＲは別途の部品で具現されるこ
ともでき、１つの部品に統合されて具現されることもできる。
【０１２１】
　図５は、本発明の実施形態に係るタッチ駆動回路を示す図である。
【０１２２】
　図５を参照すると、本発明の実施形態に係るタッチ駆動回路ＴＤＣは、第１マルチプレ
クサ回路ＭＸＣ１、多数のセンシングユニットＳＵを含むセンシングユニットブロックＳ
ＵＢ、第２マルチプレクサ回路ＭＸＣ２、及びアナログデジタルコンバータＡＤＣなどを
含むことができる。
【０１２３】
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　第１マルチプレクサ回路ＭＸＣ１は、１つまたは２つ以上のマルチプレクサを含むこと
ができる。第２マルチプレクサ回路ＭＸＣ２は、１つまたは２つ以上のマルチプレクサを
含むことができる。
【０１２４】
　第１マルチプレクサ回路ＭＸＣ１は、多数のタッチ電極ＴＥのうち、１つ以上のセンシ
ング対象タッチ電極ＴＥを選択する。センシング対象タッチ電極ＴＥの個数は、センシン
グユニットＳＵの個数と対応できる。即ち、センシングユニットＳＵの個数だけ同時にセ
ンシングすることができるタッチ電極ＴＥの個数が定まることができる。
【０１２５】
　一方、第１マルチプレクサ回路ＭＸＣ１は、タッチパワー回路で入力されたロードフリ
ー駆動信号をセンシングユニットＳＵを経ないで非センシング対象タッチ電極ＴＥに供給
することができる。ここで、非センシング対象タッチ電極ＴＥは１つ以上のセンシング対
象タッチ電極ＴＥを除外した残りのタッチ電極である。この場合、ロードフリー駆動信号
とタッチ駆動信号は同一な信号でありうる。したがって、タッチ駆動信号をロードフリー
駆動信号ということもできる。
【０１２６】
　各センシングユニットＳＵはセンシング対象タッチ電極ＴＥを駆動しセンシングするた
めの構成であって、即ち、センシング対象タッチ電極ＴＥにタッチ駆動信号を供給し、セ
ンシング対象タッチ電極ＴＥからタッチセンシング信号を検出する構成であって、前置増
幅器Ｐｒｅ－ＡＭＰ、積分器ＩＮＴＧ、及びサンプルアンドホールド回路ＳＨＡなどを含
むことができる。
【０１２７】
　前置増幅器Ｐｒｅ－ＡＭＰは、第１マルチプレクサ回路ＭＸＣ１により選択されたセン
シング対象タッチ電極ＴＥと電気的に連結できる。
【０１２８】
　前置増幅器Ｐｒｅ－ＡＭＰは、第１マルチプレクサ回路ＭＸＣ１により選択的に連結さ
れた１つ以上のセンシング対象タッチ電極ＴＥにタッチ駆動信号を供給することができる
。
【０１２９】
　以後、前置増幅器Ｐｒｅ－ＡＭＰは第１マルチプレクサ回路ＭＸＣ１を通じてセンシン
グ対象タッチ電極ＴＥからタッチセンシング信号を受信することができる。ここで、タッ
チセンシング信号は指によるタッチをセンシングするためのセンシング信号であることも
、ペンから出力されたペン信号であることもできる。
【０１３０】
　積分器ＩＮＴＧは前置増幅器Ｐｒｅ－ＡＭＰから出力された信号を積分する。積分器Ｉ
ＮＴＧは、前置増幅器Ｐｒｅ－ＡＭＰに統合されて具現できる。
【０１３１】
　サンプルアンドホールド回路ＳＨＡは、積分器ＩＮＴＧから出力された積分値を格納す
ることができる。各センシングユニットＳＵのサンプルアンドホールド回路ＳＨＡに格納
された積分値は第２マルチプレクサ回路ＭＸＣ２により選択的にアナログデジタルコンバ
ータＡＤＣに出力できる。
【０１３２】
　アナログデジタルコンバータＡＤＣは、各センシングユニットＳＵから出力された出力
信号（積分値）をデジタル値に変換したセンシングデータをタッチコントローラＴＣＲに
向けて出力することができる。
【０１３３】
　ここで、センシングデータは指によるタッチをセンシングするためのセンシングデータ
またはペンによるタッチまたはペン付加情報などをセンシングするためのセンシングデー
タでありうる。
【０１３４】
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　図６は、実施形態に係るタッチ表示装置１０のディスプレイ駆動とタッチ駆動の時分割
駆動方式を示す駆動タイミングを示す図である。
【０１３５】
　図６を参照すると、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０は、映像表示のための
‘ディスプレイ駆動’と、指及び／又はペン２０によるタッチ（指タッチ及び／又はペン
タッチ）をセンシングするための‘タッチ駆動（指タッチ駆動及び／又はペンタッチ駆動
）’を時分割して遂行することができる。
【０１３６】
　タッチ表示装置１０では、ディスプレイ駆動期間（Ｄ１，Ｄ２，．．．）とタッチ駆動
期間（Ｔ１，Ｔ２，．．．）が交互に割り当てられる。
【０１３７】
　ディスプレイ駆動期間（Ｄ１，Ｄ２，．．．）の間にはディスプレイ駆動が進行されて
映像表示され、タッチ駆動期間（Ｔ１，Ｔ２，．．．）の間にはタッチ駆動（指タッチ駆
動及び／又はペンタッチ駆動）が進行されて指タッチがセンシングされるか、またはペン
タッチがセンシングできる。
【０１３８】
　このような時分割駆動方式の場合、タッチ駆動期間（Ｔ１，Ｔ２，．．．）はディスプ
レイ駆動が遂行されないブランク（Blank）期間でありうる。
【０１３９】
　一方、タッチ表示装置１０はハイレベルとローレベルにスイングされる同期化信号（Ｔ
ＳＹＮＣ）を発生させ、同期化信号（ＴＳＹＮＣ）を用いて、ディスプレイ駆動期間（Ｄ
１，Ｄ２，．．．）とタッチ駆動期間（Ｔ１，Ｔ２，．．．）を識別または制御すること
ができる。即ち、同期化信号（ＴＳＹＮＣ）はタッチ駆動期間（Ｔ１，Ｔ２，．．．）を
定義する駆動タイミング制御信号である。
【０１４０】
　例えば、同期化信号（ＴＳＹＮＣ）のハイレベル区間（または、ローレベル区間）は、
タッチ駆動期間（Ｔ１，Ｔ２，．．．）を指示し、同期化信号（ＴＳＹＮＣ）のローレベ
ル区間（または、ハイレベル区間）はディスプレイ駆動期間（Ｄ１，Ｄ２，．．．）を指
示することができる。
【０１４１】
　一方、１つのディスプレイフレーム期間は、１つのディスプレイ駆動期間と１つのタッ
チ駆動期間を含むことができる。この場合、１つのディスプレイフレーム画面が表示され
た以後、タッチ駆動が進行できる。
【０１４２】
　これとは異なり、１つのディスプレイフレーム期間は２つ以上のディスプレイ駆動期間
（Ｄ１，Ｄ２，．．．）と２つ以上のタッチ駆動期間（Ｔ１，Ｔ２，．．．）を含むこと
ができる。この場合、１つのディスプレイフレーム画面が表示される全期間の間、多数回
のタッチ駆動が進行できる。
【０１４３】
　例えば、図６を参照すると、１つのディスプレイフレーム期間は１６個のディスプレイ
駆動期間（Ｄ１～Ｄ１６）と１６個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１６）を含むことができ
る。この場合、１つのディスプレイフレーム画面が１／１６ずつ分かれて表示され、その
間毎にタッチ駆動が進行できる。
【０１４４】
　一方、例えば、１６個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１６）が進行された以後、画面全領
域でのタッチ有無及び／又はタッチ座標が決定できれば、タッチセンシングに必要とする
タッチセンシング時間はＴｓｅｎに該当することができる。勿論、タッチセンシングに必
要とするタッチ駆動時間は１６個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１６）の和と等しい。
【０１４５】
　図７は、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０のディスプレイ駆動とタッチ駆動
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の独立駆動方式を示す駆動タイミングを示す図である。
【０１４６】
　図７を参照すると、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０は、映像表示のための
‘ディスプレイ駆動’と、指及び／又はペン２０によるタッチ（指タッチ及び／又はペン
タッチ）をセンシングするための‘タッチ駆動（指タッチ駆動及び／又はペンタッチ駆動
）’を独立的に遂行することもできる。
【０１４７】
　この場合、ディスプレイ駆動とタッチ駆動は、図６のように、時分割された異なる時間
帯に進行されることもでき、同一時間帯に同時に進行されることもできる。または、時分
割されて進行されてから、あるタイミングには同時に進行されることもできる。
【０１４８】
　ディスプレイ駆動とタッチ駆動が独立的に進行される場合、タッチ駆動はディスプレイ
駆動に関わらず進行されることができ、反対に、ディスプレイ駆動もタッチ駆動とは関わ
らず進行できる。
【０１４９】
　タッチ表示装置１０では、ディスプレイ駆動期間（Ｄ１，Ｄ２，．．．）とタッチ駆動
期間（Ｔ１，Ｔ２，．．．）が交互に割り当てられる。
【０１５０】
　例えば、ディスプレイ駆動とタッチ駆動が同時に進行される場合、ディスプレイ駆動に
よって映像が表示される間、タッチ駆動が進行されて指タッチがセンシングされるか、ま
たはペンタッチがセンシングできる。
【０１５１】
　ディスプレイ駆動とタッチ駆動が独立的に進行される場合、ディスプレイ駆動期間は通
常のディスプレイ駆動制御信号（例：垂直同期信号（Ｖｓｙｎｃ）など）により制御でき
る。タッチ駆動期間は、同期化信号（ＴＳＹＮＣ）により制御できる。
【０１５２】
　この場合、同期化信号（ＴＳＹＮＣ）はディスプレイ駆動期間（Ｄ１，Ｄ２，．．．）
とタッチ駆動期間（Ｔ１，Ｔ２，．．．）を区分して定義する図６の同期化信号（ＴＳＹ
ＮＣ）とは異なり、タッチ駆動期間（Ｔ１，Ｔ２，．．．）のみを定義することができる
。
【０１５３】
　例えば、同期化信号（ＴＳＹＮＣ）がハイレベル（または、ローレベル）である期間は
タッチ駆動が遂行されるタッチ駆動期間（Ｔ１，Ｔ２，．．．）を指示し、同期化信号（
ＴＳＹＮＣ）がローレベル（または、ハイレベル）である期間はタッチ駆動が遂行されな
い期間を指示することができる。
【０１５４】
　一方、同期化信号（ＴＳＹＮＣ）で１つのハイレベル期間（または、ローレベル期間）
の間、即ち、１つのタッチ駆動期間の間、画面全領域で指タッチ及び／又はペンタッチを
１回センシングすることもできる。この場合、１つのタッチ駆動期間が１つのタッチフレ
ーム期間に対応できる。
【０１５５】
　これとは異なり、同期化信号（ＴＳＹＮＣ）で２つ以上のハイレベル期間（または、ロ
ーレベル期間）の間、即ち、２つ以上のタッチ駆動期間の間、画面全領域で指タッチ及び
／又はペンタッチを１回センシングすることもできる。この場合、２つ以上のタッチ駆動
期間が１つのタッチフレーム期間に対応できる。
【０１５６】
　例えば、同期化信号（ＴＳＹＮＣ）で１６個のハイレベル期間（または、ローレベル期
間）の間、即ち、１６個のタッチ駆動期間の間、画面全領域で指タッチ及び／又はペンタ
ッチを１回センシングすることもできる。この場合、１６個のタッチ駆動期間が１つのタ
ッチフレーム期間に対応できる。
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【０１５７】
　一方、タッチ駆動期間（Ｔ１，Ｔ２，．．．）の各々は、指タッチをセンシングするた
めの指タッチ駆動が進行されることもでき、ペンタッチをセンシングするためのペンタッ
チ駆動が進行できる。
【０１５８】
　また、タッチパネルＴＳＰは表示パネル１１０に内蔵されることもでき、表示パネル１
１０の外部に存在することもできる。以下では、説明の便宜のために、タッチパネルＴＳ
Ｐが表示パネル１１０に内蔵されるものを例として説明する。
【０１５９】
　図８は本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０のタッチパネルＴＳＰに配置され、
時定数（τ）が異なる２つのタッチ電極ＴＥａ、ＴＥｂを示す図であり、図９は本発明の
実施形態に係るタッチ表示装置１０のタッチパネルＴＳＰに配置された２つのタッチ電極
ＴＥａ、ＴＥｂの時定数（τ）をＲＣ遅延で示す図である。
【０１６０】
　図８を参照すると、タッチパネルＴＳＰに配置された多数のタッチ電極ＴＥは、第１タ
ッチ電極ＴＥａと第２タッチ電極ＴＥｂを含むことができる。
【０１６１】
　第１タッチ電極ＴＥａは第２タッチ電極ＴＥｂに比べて時定数（τ）が相対的に大きい
タッチ電極を代表するタッチ電極である。反対に、第２タッチ電極ＴＥｂは第１タッチ電
極ＴＥａに比べて時定数（τ）が相対的に小さいタッチ電極を代表するタッチ電極である
。
【０１６２】
　タッチ駆動信号（ＴＤＳ）がタッチ駆動回路ＴＤＣから第２タッチ電極ＴＥｂまで伝達
される経路ＴＬｂの有効長（Ｌｂ）は、タッチ駆動信号（ＴＤＳ）がタッチ駆動回路ＴＤ
Ｃから第１タッチ電極ＴＥａまで伝達される経路ＴＬａの有効長（Ｌａ）より相対的に短
いことがある。
【０１６３】
　ここで、タッチ駆動回路ＴＤＣから出力されたタッチ駆動信号（ＴＤＳ）が第１タッチ
電極ＴＥａまで伝達される経路ＴＬａは、タッチ駆動回路ＴＤＣと第１タッチ電極ＴＥａ
を連結するタッチラインＴＬだけでなく、これと電気的に連結された全てのパターン、パ
ッドなどを全て含む概念でありうる。タッチ駆動回路ＴＤＣから出力されたタッチ駆動信
号（ＴＤＳ）が第２タッチ電極ＴＥｂまで伝達される経路ＴＬｂは、タッチ駆動回路ＴＤ
Ｃと第２タッチ電極ＴＥｂを連結するタッチラインＴＬだけでなく、これと電気的に連結
された全てのパターン、パッドなどを全て含む概念でありうる。
【０１６４】
　ここで、有効長（Ｌａ、Ｌｂ）は、タッチラインＴＬなどの物理的な長さだけでなく、
信号伝達を妨害する回路的な要素などを全て包括する概念でありうる。
【０１６５】
　第１タッチ電極ＴＥａは第２タッチ電極ＴＥｂに比べて時定数（τ）が相対的に大きい
タッチ電極であるが、この場合、一般的に、第１タッチ電極ＴＥａは第２タッチ電極ＴＥ
ｂに比べてタッチ駆動回路ＴＤＣから遠く位置できる。
【０１６６】
　以下では、前述した時定数（τ）について説明する。
【０１６７】
　時定数（τ）は、各タッチ電極ＴＥａ、ＴＥｂが供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）
という入力に対してどれくらい速く、または遅く反応するかを示す指標である。
【０１６８】
　言い換えると、各タッチ電極ＴＥａ、ＴＥｂに電圧レベルが可変される電圧信号インタ
ッチ駆動信号（ＴＤＳ）を印加した時、タッチ駆動信号（ＴＤＳ）の電圧レベルがロー電
圧レベルからハイ電圧レベルになれば、電流や電圧が徐々に増加して正常値（ハイレベル
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電圧）に対して一定の値（例：正常値の６３．２％）に到達するようになるが、この際、
電流または電圧の増加割合が時定数（τ）を意味することができる。
【０１６９】
　また、各タッチ電極ＴＥａ、ＴＥｂに電圧レベルが可変される電圧信号であるタッチ駆
動信号（ＴＤＳ）を印加した時、タッチ駆動信号（ＴＤＳ）の電圧レベルがハイ電圧レベ
ルからロー電圧レベルになれば、電流や電圧が徐々に減少して正常値（ローレベル電圧）
に対して一定の値（例：正常値の３６．８％）に到達するようになるが、この際、電流ま
たは電圧の減少割合が時定数（τ）を意味することもできる。
【０１７０】
　前述したように、時定数（τ）は各タッチ電極ＴＥａ、ＴＥｂにタッチ駆動信号（ＴＤ
Ｓ）を印加した時、各タッチ電極ＴＥａ、ＴＥｂを含む回路の過度現象に対してその変化
速度を示す定数であって、例えば、ＲＣ遅延（Ｒ：抵抗値、Ｃ：キャパシタンス）であり
うる。ここで、Ｒ（抵抗値）はタッチ駆動回路ＴＤＣから各タッチ電極ＴＥａ、ＴＥｂま
でタッチ駆動信号（ＴＤＳ）が伝達される経路（回路）の抵抗値であって、Ｃ（キャパシ
タンス）はタッチ駆動回路ＴＤＣから各タッチ電極ＴＥａ、ＴＥｂまでタッチ駆動信号（
ＴＤＳ）が伝達される回路（タッチ電極ＴＥも含み）で発生するキャパシタンスでありう
る。
【０１７１】
　図９の例示を参照すると、第１タッチ電極ＴＥａとタッチ駆動回路ＴＤＣで構成された
回路は、Ｒ抵抗値を有する抵抗がｋ（ｋは、２以上の自然数）個であり、Ｃキャパシタン
スを有するキャパシタが１つである等価回路に対応させることができる。この場合、第１
タッチ電極ＴＥａの時定数に該当するＲＣ遅延はｋＲＣでありうる。
【０１７２】
　図９の例示を参照すると、第２タッチ電極ＴＥｂとタッチ駆動回路ＴＤＣで構成された
回路は、Ｒ抵抗値を有する抵抗が１つであり、Ｃキャパシタンスを有するキャパシタが１
つである等価回路に対応させることができる。この場合、第２タッチ電極ＴＥｂの時定数
に該当するＲＣ遅延はＲＣでありうる。
【０１７３】
　図１０は本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０のタッチパネルＴＳＰに配置され
た２つのタッチ電極ＴＥａ、ＴＥｂにタッチ駆動信号（ＴＤＳ）を供給する時、タッチ電
極別の時定数（τ）の差の考慮無しで、時定数（τ）が異なる２つのタッチ電極ＴＥａ、
ＴＥｂに供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）を示す図である。
【０１７４】
　図１０を参照すると、タッチ駆動回路ＴＤＣは、タッチパネルＴＳＰに配置された２つ
のタッチ電極ＴＥａ、ＴＥｂにタッチ駆動信号（ＴＤＳ）を供給する時、２つのタッチ電
極ＴＥａ、ＴＥｂの間の時定数（τ）の差を考慮せず、タッチ駆動信号（ＴＤＳ）を２つ
のタッチ電極ＴＥａ、ＴＥｂの各々に供給することができる。
【０１７５】
　この場合、互いに異なる時定数（τ）を有する２つのタッチ電極ＴＥａ、ＴＥｂの各々
に供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）は、電圧レベルが可変される同一な変調信号であ
って、同一な信号特性を有することができる。
【０１７６】
　同一な信号特性とは、駆動周波数であって、場合によって、振幅、位相、パルス個数、
または信号極性などを含むことができる。
【０１７７】
　例えば、第１タッチ電極ＴＥａに供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数（
ｆａ）と、第２タッチ電極ＴＥｂに供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数（
ｆｂ）は同一でありうる。
【０１７８】
　他の例に、第１タッチ電極ＴＥａに供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）と第２タッチ
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電極ＴＥｂに供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数（ｆｂ）は振幅、位相、
パルス個数、または信号極性などが同一でありうる。
【０１７９】
　前述したように、互いに異なる時定数（τ）を有する２つのタッチ電極ＴＥａ、ＴＥｂ
の各々に供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）が同一な場合、特に、駆動周波数が同一な
場合、小さい時定数（τ）を有する第２タッチ電極ＴＥｂにはタッチ駆動信号（ＴＤＳ）
が供給される時間、即ち、タッチ駆動信号（ＴＤＳ）の時間的な長さが不要に長いことが
ある。
【０１８０】
　これによって、タッチパネルＴＳＰに配置された多数のタッチ電極ＴＥの全体または必
要な個数だけのタッチ電極ＴＥを全てセンシングすることにかかる時間（Ｔｓｅｎ）があ
まり長くなることがある。
【０１８１】
　したがって、本発明の実施形態はタッチ駆動時、タッチ電極別の時定数（τ）の差を考
慮して互いに異なる時定数（τ）を有するタッチ電極ＴＥａ、ＴＥｂに異なる信号特性を
有するタッチ駆動信号（ＴＤＳ）を供給する信号特性可変技法を提示する。
【０１８２】
　このような信号特性可変技法は、一例に、タッチ電極別の時定数（τ）の差を考慮して
互いに異なる時定数（τ）を有するタッチ電極ＴＥａ、ＴＥｂに異なる駆動周波数を有す
るタッチ駆動信号（ＴＤＳ）を供給する駆動周波数可変技法を含むことができる。
【０１８３】
　以下では、信号特性可変技法、特に、駆動周波数可変技法を適用したタッチ駆動方法に
ついてより詳細に説明する。
【０１８４】
　図１１は、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０のタッチパネルＴＳＰに配置さ
れた２つのタッチ電極ＴＥａ、ＴＥｂにタッチ駆動信号（ＴＤＳ）を供給する時、タッチ
電極ＴＥ別の時定数（τ）の差を考慮した駆動周波数可変技法を用いて、時定数（τ）が
異なる２つのタッチ電極ＴＥａ、ＴＥｂに供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）を示す図
である。
【０１８５】
　本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０は、多数のタッチ電極ＴＥが配置されたタ
ッチパネルＴＳＰと、多数のタッチ電極ＴＥのうちの１つ以上にタッチ駆動信号（ＴＤＳ
）を供給し、タッチ駆動信号（ＴＤＳ）の供給によってタッチセンシング信号を受信する
タッチ駆動回路ＴＤＣを含むことができる。
【０１８６】
　タッチパネルＴＳＰに配置された多数のタッチ電極ＴＥは、時定数（τ）が異なる第１
タッチ電極ＴＥと第２タッチ電極ＴＥを含むことができる。
【０１８７】
　タッチ駆動回路ＴＤＣは、タッチ電極別の時定数の差を考慮した信号特性可変技法を用
いてタッチ駆動を遂行することができる。即ち、タッチ駆動回路ＴＤＣは、タッチ電極別
の時定数（τ）の差を考慮して、互いに異なる時定数（τ）を有するタッチ電極ＴＥａ、
ＴＥｂに異なる信号特性を有するタッチ駆動信号（ＴＤＳ）を供給することができる。
【０１８８】
　より具体的に、第２タッチ電極ＴＥｂでの時定数は第１タッチ電極ＴＥａでの時定数よ
り小さい。この場合、タッチ駆動回路ＴＤＣは、第２タッチ電極ＴＥｂに供給されるタッ
チ駆動信号（ＴＤＳ）は第１タッチ電極ＴＥａに供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）と
異なる信号特性を有することができる。
【０１８９】
　前述したタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の信号特性は、一例に、駆動周波数、パルス個数、
振幅、位相、または電圧極性などでありうる。
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【０１９０】
　前述したように、タッチ駆動回路ＴＤＣは、時定数の差があるタッチ電極ＴＥａ、ＴＥ
ｂに信号特性が異なるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）を供給することによって、より効果的な
タッチ駆動をすることができる。
【０１９１】
　一方、前述した信号特性可変技法の一例として、タッチ駆動回路ＴＤＣは、タッチ電極
別の時定数の差を考慮した駆動周波数可変技法を用いてタッチ駆動を遂行することができ
る。
【０１９２】
　この場合、タッチ駆動回路ＴＤＣは、タッチ電極別の時定数（τ）の差を考慮して、互
いに異なる時定数（τ）を有するタッチ電極ＴＥａ、ＴＥｂに互いに異なる駆動周波数（
ｆａ、ｆｂ）のタッチ駆動信号（ＴＤＳ）を供給することができる。
【０１９３】
　より具体的に、第２タッチ電極ＴＥでの時定数（τ）が第１タッチ電極ＴＥでの時定数
（τ）より小さい場合、第２タッチ電極ＴＥに供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆
動周波数（ｆｂ）は第１タッチ電極ＴＥに供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周
波数（ｆａ）より高いことがある（ｆａ＜ｆｂ）。
【０１９４】
　一方、第２タッチ電極ＴＥに供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）と、第１タッチ電極
ＴＥに供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）は、同一な個数のパルスからなることができ
る。
【０１９５】
　したがって、タッチ駆動回路ＴＤＣは、時定数の差を考慮したタッチ電極別の駆動周波
数可変技法を用いてタッチ駆動することによって、不要に長いタッチ駆動信号（ＴＤＳ）
の供給を受ける必要のないタッチ電極ＴＥｂには短い時間的長さを有するタッチ駆動信号
（ＴＤＳ）を供給することができる。これによって、タッチパネルＴＳＰに配置された多
数のタッチ電極ＴＥの全体または必要な個数だけのタッチ電極ＴＥを全てセンシングする
ことにかかる総タッチセンシング時間（Ｔｓｅｎ）を減らすことができる。
【０１９６】
　一方、時定数（τ）はタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の信号伝達長とも関連がある。
【０１９７】
　第２タッチ電極ＴＥでの時定数（τ）が第１タッチ電極ＴＥでの時定数（τ）より小さ
いということは、タッチ駆動信号（ＴＤＳ）がタッチ駆動回路ＴＤＣから第２タッチ電極
ＴＥｂまで伝達される経路ＴＬｂの有効長（Ｌｂ）がタッチ駆動信号（ＴＤＳ）がタッチ
駆動回路ＴＤＣから第１タッチ電極ＴＥａまで伝達される経路ＴＬａの有効長（Ｌａ）よ
り相対的に短いことを意味することもできる。
【０１９８】
　時定数（τ）は、ＲＣ遅延（RC delay）でありうる。
【０１９９】
　これと関連して、第１タッチ電極ＴＥａとタッチ駆動回路ＴＤＣを連結する第１タッチ
ラインＴＬａと、第２タッチ電極ＴＥｂとタッチ駆動回路ＴＤＣを連結する第２タッチラ
インＴＬｂがタッチパネルＴＳＰに配置される。
【０２００】
　第１タッチ電極ＴＥａでの時定数（τ）は、タッチ駆動回路ＴＤＣ、第１タッチライン
ＴＬａ、及び第１タッチ電極ＴＥａでのＲＣ遅延に対応できる。
【０２０１】
　第２タッチ電極ＴＥｂでの時定数（τ）は、タッチ駆動回路ＴＤＣ、第２タッチライン
ＴＬｂ、及び第２タッチ電極ＴＥｂでのＲＣ遅延に対応できる。
【０２０２】
　したがって、タッチ駆動回路ＴＤＣは、信号伝達長の差を考慮したタッチ電極別の駆動
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周波数可変技法を用いてタッチ駆動をすることによって、不要に長いタッチ駆動信号（Ｔ
ＤＳ）の供給を受ける必要のないタッチ電極ＴＥｂには短い時間的長さを有するタッチ駆
動信号（ＴＤＳ）を供給することができる。これによって、タッチパネルＴＳＰに配置さ
れた多数のタッチ電極ＴＥの全体または必要な個数だけのタッチ電極ＴＥを全てセンシン
グすることにかかる総タッチセンシング時間（Ｔｓｅｎ）を減らすことができる。
【０２０３】
　一方、時定数（τ）はタッチ電極別の位置とも関連がある。
【０２０４】
　時定数の差がある第１タッチ電極ＴＥａと第２タッチ電極ＴＥｂは、タッチパネルＴＳ
Ｐで互いに異なる位置に配置できる。
【０２０５】
　時定数（τ）の小さい第２タッチ電極ＴＥｂは、時定数（τ）の大きい第１タッチ電極
ＴＥに比べてタッチ駆動回路ＴＤＣから近く位置することができる。
【０２０６】
　この場合、第２タッチ電極ＴＥｂに供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数
（ｆｂ）は第１タッチ電極ＴＥａに供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数（
ｆａ）より高いことがある（ｆａ＜ｆｂ）。
【０２０７】
　一方、第２タッチ電極ＴＥに供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）と、第１タッチ電極
ＴＥに供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）は、同一な個数のパルスからなることができ
る。
【０２０８】
　したがって、タッチ駆動回路ＴＤＣは、タッチ電極別の位置を考慮したタッチ電極別の
駆動周波数可変技法を用いてタッチ駆動することによって、不要に長いタッチ駆動信号（
ＴＤＳ）の供給を受ける必要のないタッチ電極ＴＥｂには短い時間的長さを有するタッチ
駆動信号（ＴＤＳ）を供給することができる。これによって、タッチパネルＴＳＰに配置
された多数のタッチ電極ＴＥの全体または必要な個数だけのタッチ電極ＴＥを全てセンシ
ングすることにかかる総タッチセンシング時間（Ｔｓｅｎ）を減らすことができる。
【０２０９】
　図１２及び図１３は、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０のタッチパネルＴＳ
Ｐに配置された多数のタッチ電極ＴＥのマルチプレクサ駆動方式と、このようなマルチプ
レクサ駆動時、センシンググループ別の時定数（τ）の差を考慮した駆動周波数可変技法
を示す図である。
【０２１０】
　図１４は、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０のタッチパネルＴＳＰに配置さ
れた多数のタッチ電極ＴＥのマルチプレクサ駆動時、センシンググループ別の時定数（τ
）の差を考慮した駆動周波数可変技法が適用された駆動タイミングを示す図である。
【０２１１】
　図１２の例示によれば、タッチパネルＴＳＰに２５０個のタッチ電極ＴＥが配置できる
。タッチ駆動回路ＴＤＣは、２５個のマルチプレクサＭＵＸ１～ＭＵＸ２５と、２５個の
マルチプレクサＭＵＸ１～ＭＵＸ２５に対応する２５個のセンシングユニットＳＵ１～Ｓ
Ｕ２５を含むことができる。
【０２１２】
　２５個のマルチプレクサＭＵＸ１～ＭＵＸ２５は、図５の第１マルチプレクサ回路ＭＸ
Ｃ１を構成する。２５個のセンシングユニットＳＵ１～ＳＵ２５は、図５のセンシングユ
ニットブロックに含まれるセンシングユニットである。
【０２１３】
　２５個のマルチプレクサＭＵＸ１～ＭＵＸ２５の各々は１０：１マルチプレクサであり
うる。これによって、２５個のマルチプレクサＭＵＸ１～ＭＵＸ２５の各々は１０個のタ
ッチ電極のうちの１つを選択して該当センシングユニットと連結する。
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【０２１４】
　２５０個のタッチ電極ＴＥは、同時にセンシングできるタッチ電極同士グループ化でき
る。２５０個のタッチ電極ＴＥは２５個のタッチ電極ＴＥ１～ＴＥ２５を含む１０個のセ
ンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）に分類できる。
【０２１５】
　１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）の各々に含まれる２５個のタッチ電
極ＴＥ１～ＴＥ２５は、同時にセンシングできる。１０個のセンシンググループ（ＧＲ１
～ＧＲ１０）は、順次にセンシングできる。
【０２１６】
　１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）の各々に含まれる２５個のタッチ電
極ＴＥ１～ＴＥ２５は、２５個のマルチプレクサＭＵＸ１～ＭＵＸ２５に対応して連結で
きる。
【０２１７】
　１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）の各々で１つずつ含まれたＴＥ１は
、ＭＵＸ１に全て連結される。１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）の各々
で１つずつ含まれたＴＥ２は、ＭＵＸ２に全て連結される。このような方式により、１０
個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）の各々に含まれた２５個のタッチ電極ＴＥ
１～ＴＥ２５は、２５個のマルチプレクサＭＵＸ１～ＭＵＸ２５に対応して連結できる。
１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）の各々で１つずつ含まれたＴＥｉ（ｉ
＝１～２５）はＭＵＸｉ（ｉ＝１～２５）に全て連結される。
【０２１８】
　前述した構造を用いたマルチプレクサ駆動方式は、次の通りである。
【０２１９】
　タッチ駆動回路ＴＤＣで、２５個のセンシングユニットＳＵ１～ＳＵ２５は、２５個の
マルチプレクサＭＵＸ１～ＭＵＸ２５を通じて、１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～
ＧＲ１０）のうち、最初のセンシンググループ（ＧＲ１）に含まれた２５個のタッチ電極
ＴＥ１～ＴＥ２５にタッチ駆動信号（ＴＤＳ）を同時に供給してタッチセンシング信号を
受信することによって、最初のセンシンググループ（ＧＲ１）をセンシングする。
【０２２０】
　以後、タッチ駆動回路ＴＤＣで、２５個のセンシングユニットＳＵ１～ＳＵ２５は、２
５個のマルチプレクサＭＵＸ１～ＭＵＸ２５を通じて、１０個のセンシンググループ（Ｇ
Ｒ１～ＧＲ１０）のうち、２番目センシンググループ（ＧＲ２）に含まれた２５個のタッ
チ電極ＴＥ１～ＴＥ２５にタッチ駆動信号（ＴＤＳ）を同時に供給してタッチセンシング
信号を受信することによって、２番目センシンググループ（ＧＲ２）をセンシングする。
【０２２１】
　以後、タッチ駆動回路ＴＤＣで、２５個のセンシングユニットＳＵ１～ＳＵ２５は、２
５個のマルチプレクサＭＵＸ１～ＭＵＸ２５を通じて、１０個のセンシンググループ（Ｇ
Ｒ１～ＧＲ１０）のうち、３番目センシンググループ（ＧＲ３）に含まれた２５個のタッ
チ電極ＴＥ１～ＴＥ２５にタッチ駆動信号（ＴＤＳ）を同時に供給してタッチセンシング
信号を受信することによって、３番目センシンググループ（ＧＲ３）をセンシングする。
【０２２２】
　このような方式により、タッチ駆動回路ＴＤＣで、２５個のセンシングユニットＳＵ１
～ＳＵ２５は、４番目センシンググループ（ＧＲ４）で１０番目センシンググループ（Ｇ
Ｒ１０）までセンシングする。これによって、タッチパネルＴＳＰに配置された２５０個
のタッチ電極が全てセンシングされる。
【０２２３】
　１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）のうち、最初のセンシンググループ
（ＧＲ１）に含まれた２５個のタッチ電極ＴＥ１～ＴＥ２５が時定数（τ）が最も大きく
、１０番目センシンググループ（ＧＲ１０）に含まれた２５個のタッチ電極ＴＥ１～ＴＥ
２５が時定数（τ）が最も小さいことがある。
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【０２２４】
　即ち、最初のセンシンググループ（ＧＲ１）から１０番目センシンググループ（ＧＲ１
０）に行くほど時定数（τ）が小さくなることがある。１０番目センシンググループ（Ｇ
Ｒ１０）から最初のセンシンググループ（ＧＲ１）に行くほど時定数（τ）が大きくなる
ことがある。
【０２２５】
　また、１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）のうち、最初のセンシンググ
ループ（ＧＲ１）に含まれた２５個のタッチ電極ＴＥ１～ＴＥ２５のＲＣ遅延（１０ＲＣ
）が最も大きく、１０番目センシンググループ（ＧＲ１０）に含まれた２５個のタッチ電
極ＴＥ１～ＴＥ２５のＲＣ遅延（ＲＣ）が最も小さいことがある。
【０２２６】
　即ち、最初のセンシンググループ（ＧＲ１）から１０番目センシンググループ（ＧＲ１
０）に行くほどＲＣ遅延が小さくなることがある（１０ＲＣ，．．．，３ＲＣ，２ＲＣ，
ＲＣ）。１０番目センシンググループ（ＧＲ１０）から最初のセンシンググループ（ＧＲ
１）に行くほどＲＣ遅延が大きくなることがある（ＲＣ，２ＲＣ，３ＲＣ，．．．，１０
ＲＣ）。
【０２２７】
　また、１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）のうち、最初のセンシンググ
ループ（ＧＲ１）に含まれた２５個のタッチ電極ＴＥ１～ＴＥ２５がタッチ駆動回路ＴＤ
Ｃから最も遠く、１０番目センシンググループ（ＧＲ１０）に含まれた２５個のタッチ電
極ＴＥ１～ＴＥ２５がタッチ駆動回路ＴＤＣから最も近いことがある。
【０２２８】
　即ち、最初のセンシンググループ（ＧＲ１）から１０番目センシンググループ（ＧＲ１
０）に行くほどタッチ駆動回路ＴＤＣから近くなり、１０番目センシンググループ（ＧＲ
１０）から最初のセンシンググループ（ＧＲ１）に行くほどタッチ駆動回路ＴＤＣから遠
ざかることがある。
【０２２９】
　図１４に図示したように、１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）別の時定
数の差（ＲＣ遅延差）またはタッチ電極位置の差（信号伝達長の差）を考慮せず、タッチ
駆動するとき、１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）の各々に印加されるタ
ッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数（ｆ１～ｆ２５）は全て同一である（ｆ１＝ｆ２＝
．．．＝ｆ２５）。
【０２３０】
　図１３及び図１４に図示したように、１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０
）別の時定数の差（ＲＣ遅延の差）またはタッチ電極位置の差（信号伝達長の差）を考慮
した駆動周波数可変技法を適用してタッチ駆動するとき、時定数及びＲＣ遅延が最も大き
いか、またはタッチ駆動回路ＴＤＣから最も遠く位置した最初のセンシンググループ（Ｇ
Ｒ１）に含まれた２５個のタッチ電極ＴＥ１～ＴＥ２５に印加されるタッチ駆動信号（Ｔ
ＤＳ）の駆動周波数（ｆ１）が最も低い。そして、時定数及びＲＣ遅延が最も小さいか、
またはタッチ駆動回路ＴＤＣから最も近く位置した１０番目センシンググループ（ＧＲ１
０）に含まれた２５個のタッチ電極ＴＥ１～ＴＥ２５に印加されるタッチ駆動信号（ＴＤ
Ｓ）の駆動周波数（ｆ１０）が最も高いことがある。
【０２３１】
　例えば、最初のセンシンググループ（ＧＲ１）から１０番目センシンググループ（ＧＲ
１０）に行くほどタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数が高まることがある。１０番目
センシンググループ（ＧＲ１０）から最初のセンシンググループ（ＧＲ１）に行くほどタ
ッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数が低くなることがある（ｆ１＜ｆ２＜．．．＜ｆ１
０）。
【０２３２】
　図１４を参照すると、１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）別の時定数の
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差（ＲＣ遅延の差）またはタッチ電極位置の差（信号伝達長の差）を考慮せず、タッチ駆
動する場合、時定数及びＲＣ遅延が最も大きいか、またはタッチ駆動回路ＴＤＣから最も
遠く位置した最初のセンシンググループ（ＧＲ１）に含まれた２５個のタッチ電極ＴＥ１
～ＴＥ２５にタッチ駆動信号（ＴＤＳ）が印加されるタッチ駆動期間の時間的な長さ（Ｔ
ａ）と、時定数及びＲＣ遅延が最も小さいか、またはタッチ駆動回路ＴＤＣから最も近く
位置した１０番目センシンググループ（ＧＲ１０）に含まれた２５個のタッチ電極ＴＥ１
～ＴＥ２５にタッチ駆動信号（ＴＤＳ）が印加されるタッチ駆動期間の時間的な長さ（Ｔ
ｂ）は同一である。
【０２３３】
　しかしながら、１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）別の時定数の差（Ｒ
Ｃ遅延の差）またはタッチ電極位置の差（信号伝達長の差）を考慮した駆動周波数可変技
法を通じてタッチ駆動する場合、時定数及びＲＣ遅延が最も大きいか、またはタッチ駆動
回路ＴＤＣから最も遠く位置した最初のセンシンググループ（ＧＲ１）に含まれた２５個
のタッチ電極ＴＥ１～ＴＥ２５にタッチ駆動信号（ＴＤＳ）が印加されるタッチ駆動期間
の時間的な長さ（Ｔａ）は最も長く、時定数及びＲＣ遅延が最も小さいか、またはタッチ
駆動回路ＴＤＣから最も近く位置した１０番目センシンググループ（ＧＲ１０）に含まれ
た２５個のタッチ電極ＴＥ１～ＴＥ２５にタッチ駆動信号（ＴＤＳ）が印加されるタッチ
駆動期間の時間的な長さ（Ｔｂ）は最も短い。即ち、タッチ駆動回路ＴＤＣから遠く配置
された第１タッチ電極（例：ＧＲ１に含まれたタッチ電極）にタッチ駆動信号（ＴＤＳ）
が供給される第１タッチ電極センシング期間（タッチ駆動期間）は、タッチ駆動回路ＴＤ
Ｃから近く配置された第２タッチ電極（例：ＧＲ１０に含まれたタッチ電極）にタッチ駆
動信号（ＴＤＳ）が供給される第２タッチ電極センシング期間（タッチ駆動期間）と互い
に異なることがある。
【０２３４】
　例えば、最初のセンシンググループ（ＧＲ１）から１０番目センシンググループ（ＧＲ
１０）に行くほどタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数が高まることによって（ｆ１＜
ｆ２＜．．．＜ｆ１０）、タッチ駆動期間の時間的な長さは短くなることがある。
【０２３５】
　したがって、１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）別の時定数の差（ＲＣ
遅延の差）またはタッチ電極位置の差（信号伝達長の差）を考慮した駆動周波数可変技法
を通じてタッチ駆動することによって、１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０
）を全てセンシングすることにかかる総タッチセンシング時間（Ｔｓｅｎ）は相当に減少
することができる。
【０２３６】
　図１４に図示された駆動タイミングが時分割駆動のための駆動タイミングである場合、
１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）の各々を駆動しセンシングするタッチ
駆動期間の間毎にディスプレイ駆動がなされることができる。
【０２３７】
　１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）を全て駆動しセンシングする期間は
、１つのディスプレイフレーム期間と対応できる。
【０２３８】
　これとは異なり、１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）を全て駆動しセン
シングする期間は、２５個のディスプレイフレーム期間と対応できる。即ち、１０個のセ
ンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）の各々を駆動しセンシングする期間（タッチ駆動
期間）は、１つのディスプレイフレーム期間と対応できる。
【０２３９】
　一方、図１２を参照すると、１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）の各々
に含まれる２５個のタッチ電極ＴＥ１～ＴＥ２５は、実際には時定数（ＲＣ遅延）が互い
に異なることもあり、タッチ駆動回路ＴＤＣとの距離（信号伝達長）も異なることがある
。
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【０２４０】
　しかしながら、１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）の各々に含まれる２
５個のタッチ電極ＴＥ１～ＴＥ２５は、時定数の差と信号伝達長の差がないと仮定する。
【０２４１】
　また、１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）の各々に含まれる２５個のタ
ッチ電極ＴＥ１～ＴＥ２５のうち、時定数が最も大きいか、信号伝達長が最も長いか、タ
ッチ駆動回路ＴＤＣから最も遠く位置するタッチ電極（例：ＴＥ１）を１０個のセンシン
ググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）の各々を代表する代表タッチ電極と見なす。
【０２４２】
　１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）の各々に対応する駆動周波数を決定
する時、１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）の各々の代表タッチ電極（例
：ＴＥ１）の時定数、信号伝達長、または位置を比較して、１０個のセンシンググループ
（ＧＲ１～ＧＲ１０）の各々に対応する駆動周波数を決定する。
【０２４３】
　この際、駆動周波数（ｆ）は時定数であるＲＣ遅延（ＲＣ）と以下の＜数式１＞を用い
て定まることができる。
【０２４４】
【数１】

【０２４５】
　一方、マルチプレクサ連結構造と関連して図１２及び図１４を参照して説明する。
【０２４６】
　タッチパネルＴＳＰに配置された全てのタッチ電極のうちには、相対的な観点で、時定
数が大きいか、信号伝達長（例：ＴＬ長さなど）が長いか、タッチ駆動回路ＴＤＣから遠
く位置する第１タッチ電極（例：ＧＲ１に含まれたＴＥ１～ＴＥ２５）と、時定数が小さ
いか、信号伝達長（例：ＴＬ長さなど）が短いか、タッチ駆動回路ＴＤＣから近く位置す
る第２タッチ電極（例：ＧＲ１０に含まれたＴＥ１～ＴＥ２５）を含むことができる。
【０２４７】
　例えば、第１タッチ電極（例：ＧＲ１に含まれたＴＥ１～ＴＥ２５のうちのＴＥ１）と
第２タッチ電極（例：ＧＲ１０に含まれたＴＥ１～ＴＥ２５のうちのＴＥ１）は、タッチ
駆動回路ＴＤＣに含まれる同一な第１マルチプレクサ（例：ＭＵＸ１）に連結できる。
【０２４８】
　他の例として、第１タッチ電極（例：ＧＲ１に含まれたＴＥ１～ＴＥ２５のうちのＴＥ
１）と第２タッチ電極（例：ＧＲ１０に含まれたＴＥ１～ＴＥ２５のうちのＴＥ２５）は
、タッチ駆動回路ＴＤＣに含まれる異なる第１マルチプレクサ（例：ＭＵＸ１）と第２マ
ルチプレクサ（例：ＭＵＸ２５）に別に連結できる。
【０２４９】
　一方、第２マルチプレクサ（例：ＭＵＸ２５）と連結された第２タッチ電極（例：ＧＲ
１０に含まれたＴＥ１～ＴＥ２５のうちのＴＥ２５）にタッチ駆動信号（ＴＤＳ）が供給
される時、第１マルチプレクサ（例：ＭＵＸ１）と連結された第３タッチ電極（例：ＧＲ
１０に含まれたＴＥ１～ＴＥ２５のうちのＴＥ１）にタッチ駆動信号（ＴＤＳ）が供給で
きる。
【０２５０】
　この場合、第３タッチ電極（例：ＧＲ１０に含まれたＴＥ１～ＴＥ２５のうちのＴＥ１
）と第２タッチ電極（例：ＧＲ１０に含まれたＴＥ１～ＴＥ２５のうちのＴＥ２５）は、
異なるマルチプレクサ（例：ＭＵＸ１、ＭＵＸ２５）に連結されても、同一なセンシング
グループ（例：ＧＲ１０）に含まれるタッチ電極でありうる。
【０２５１】
　したがって、第３タッチ電極（例：ＧＲ１０に含まれたＴＥ１～ＴＥ２５のうちのＴＥ
１）に供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数は、第２タッチ電極（例：ＧＲ
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１０に含まれたＴＥ１～ＴＥ２５のうちのＴＥ２５）に供給されるタッチ駆動信号（ＴＤ
Ｓ）の駆動周波数と同一でありうる。
【０２５２】
　一方、第１マルチプレクサ（例：ＭＵＸ１）と連結された第１タッチ電極（例：ＧＲ１
に含まれたＴＥ１～ＴＥ２５のうちのＴＥ１）にタッチ駆動信号（ＴＤＳ）が供給される
時、第２マルチプレクサ（例：ＭＵＸ２５）と連結された第４タッチ電極（例：ＧＲ１に
含まれたＴＥ１～ＴＥ２５のうちのＴＥ２５）にタッチ駆動信号（ＴＤＳ）が供給できる
。
【０２５３】
　この場合、第４タッチ電極（例：ＧＲ１に含まれたＴＥ１～ＴＥ２５のうちのＴＥ２５
）と第１タッチ電極（例：ＧＲ１に含まれたＴＥ１～ＴＥ２５のうちのＴＥ１）は、異な
るマルチプレクサ（例：ＭＵＸ１、ＭＵＸ２５）に連結されても、同一なセンシンググル
ープ（例：ＧＲ１）に含まれるタッチ電極でありうる。
【０２５４】
　したがって、第４タッチ電極（例：ＧＲ１に含まれたＴＥ１～ＴＥ２５のうちのＴＥ２
５）に供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数は、第１タッチ電極（例：ＧＲ
１に含まれたＴＥ１～ＴＥ２５のうちのＴＥ１）に供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）
の駆動周波数と同一でありうる。
【０２５５】
　前述したように、マルチプレクサ駆動構造でも、センシンググループ別の時定数の差（
または、信号伝達長の差またはセンシンググループ位置の差）を考慮した駆動周波数可変
技法を適用することができる。
【０２５６】
　図１４を参照すると、２５個のセンシンググループ（ＧＲ１）が駆動される２５個の駆
動期間は、２５個のタッチ駆動期間に該当することができる。
【０２５７】
　例えば、ＧＲ１が駆動される第１タッチ駆動期間に第１タッチ電極（例：ＧＲ１に含ま
れたＴＥ１～ＴＥ２５）にタッチ駆動信号（ＴＤＳ）が供給され、第１タッチ駆動期間と
異なり、ＧＲ１０が駆動される第２タッチ駆動期間に第２タッチ電極（例：ＧＲ１０に含
まれたＴＥ１～ＴＥ２５）にタッチ駆動信号（ＴＤＳ）が供給できる。
【０２５８】
　マルチプレクサ駆動構造で、センシンググループ別の時定数の差（または、信号伝達長
の差、またはセンシンググループ位置の差）を考慮した駆動周波数可変技法を適用しない
場合、第２タッチ駆動期間の長さ（Ｔｂ）は第１タッチ駆動期間の長さ（Ｔａ）と同一で
ありうる（Ｔａ＝Ｔｂ）。
【０２５９】
　しかしながら、マルチプレクサ駆動構造で、センシンググループ別の時定数の差（また
は、信号伝達長の差またはセンシンググループ位置の差）を考慮した駆動周波数可変技法
を適用する場合、第２タッチ駆動期間の長さ（Ｔｂ）は第１タッチ駆動期間の長さ（Ｔａ
）より短いことがある（Ｔａ＞Ｔｂ）。
【０２６０】
　前述したように、マルチプレクサ駆動構造で、センシンググループ別の時定数の差（ま
たは、信号伝達長の差またはセンシンググループ位置の差）を考慮した駆動周波数可変技
法を適用する場合、全体的なタッチセンシング時間（Ｔｓｎｅ）を相当に減らすようにな
って、より長い時間のディスプレイ駆動時間が確保できるようになって、高解像度及び大
画面のディスプレイでタッチ駆動とディスプレイ駆動を遂行することが可能になる。
【０２６１】
　一方、１つのタッチフレーム期間と関連して、タッチ駆動信号（ＴＤＳ）がタッチパネ
ルＴＳＰに供給される前に、１つ以上のプリセッティングパルス（ＰＲＥ）が全てのまた
は一部のタッチ電極ＴＥに供給できる。
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【０２６２】
　１つ以上のプリセッティングパルス（ＰＲＥ）は、タッチセンシングが本格的に始まる
前（ＴＤＳ印加前）に全てのまたは一部のタッチ電極ＴＥに印加される信号であって、タ
ッチ電極ＴＥの電圧状態をタッチ駆動及びタッチセンシングに必要な電圧状態に速かに作
るために用いられる。
【０２６３】
　１つのプリセッティングパルス（ＰＲＥ）が印加される期間は、１つのタッチフレーム
期間中、１つまたは２つ以上が存在するか、または２つ以上のタッチフレーム期間中、１
つまたは２つ以上存在することができる。
【０２６４】
　１つ以上のプリセッティングパルス（ＰＲＥ）によれば、ディスプレイ－タッチクロス
トークが除去または低減するか、または信号遅延偏差も除去または低減して、センシング
安定化できる。
【０２６５】
　一方、以上で説明した内容とほぼ同一であるが、１つのディスプレイフレーム画面を多
数回のディスプレイ駆動期間に分けて表示し、その間毎にタッチ駆動を遂行するＬＨＢ（
Long Horizontal Blank）駆動方式下でセンシンググループ別の時定数の差（または、信
号伝達長の差またはセンシンググループ位置の差）を考慮した駆動周波数可変技法を適用
する例示を説明する。
【０２６６】
　図１５は、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０がＬＨＢ（Long Horizontal Bl
ank）を用いた時分割駆動と、これに従う画面分割表示領域を説明するための図である。
図１６は、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０がＬＨＢ（Long Horizontal Blan
k）を用いた時分割駆動時、センシンググループ別の時定数（τ）の差を考慮した駆動周
波数可変技法が適用されない駆動タイミングを示す図である。図１７ａは、本発明の実施
形態に係るタッチ表示装置１０がＬＨＢ（Long Horizontal Blank）を用いた時分割駆動
時、センシンググループ別の時定数（τ）の差を考慮した駆動周波数可変技法が適用され
た駆動タイミングを示す図である。
【０２６７】
　図１５から図１７ａを参照すると、例えば、タッチ表示装置１０は、１つのディスプレ
イフレーム画面（Screen）を１０個の分割画面領域（ＤＡ１～ＤＡ１０）に分けて、この
ような１０個の分割画面領域（ＤＡ１～ＤＡ１０）を１０個のディスプレイ駆動期間（Ｄ
１～Ｄ１０）の間分けて表示することができる。
【０２６８】
　１０個のディスプレイ駆動期間（Ｄ１～Ｄ１０）の間にはＬＨＢ（Long Horizontal Bl
ank）区間が存在する。即ち、１つのディスプレイフレーム画面（Screen）を表示する間
、１０個のＬＨＢ区間が存在する。
【０２６９】
　１つのディスプレイフレーム画面（Screen）を表示する全体期間の間存在する１０個の
ＬＨＢ区間は、１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）に活用できる。
【０２７０】
　１つのディスプレイフレーム画面（Screen）を表示する１つのディスプレイフレーム期
間は、垂直同期信号（ＶＳＹＮＣ）により定義できる。
【０２７１】
　そして、１つのディスプレイフレーム期間内の１０個のディスプレイ駆動期間（Ｄ１～
Ｄ１０）と１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）は、同期化信号（ＴＳＹＮＣ）によ
り定義できる。
【０２７２】
　例えば、同期化信号（ＴＳＹＮＣ）のローレベル区間（または、ハイレベル区間）は１
０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）を指示し、同期化信号（ＴＳＹＮＣ）のハイレベ
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ル区間（または、ローレベル区間）は１０個のディスプレイ駆動期間（Ｄ１～Ｄ１０）を
指示することができる。
【０２７３】
　１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）は、図１２で、１０個のセンシンググループ
（ＧＲ１～ＧＲ１０）の駆動タイミングに対応する。
【０２７４】
　図１６及び図１７ａを参照すると、ＬＨＢ駆動方式によれば、１つのディスプレイフレ
ーム期間（例：ＶＳＹＮＣのローレベル期間）の内には、１０個のディスプレイ駆動期間
（Ｄ１～Ｄ１０）と１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）が交互に含まれる。
【０２７５】
　１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）は、時定数の大きいタッチ電極（例：ＧＲ１
に含まれたタッチ電極）が駆動される第１タッチ駆動期間（例：Ｔ１）と時定数の小さい
タッチ電極（例：ＧＲ１０に含まれたタッチ電極）が駆動される第２タッチ駆動期間（例
：Ｔ１０）を含むことができる。
【０２７６】
　図１６を参照すると、マルチプレクサ駆動構造で、センシンググループ別の時定数の差
（または、信号伝達長の差またはセンシンググループ位置の差）を考慮した駆動周波数可
変技法を適用しない場合、１０個のディスプレイ駆動期間（Ｄ１～Ｄ１０）のうち、任意
の第１ディスプレイ駆動期間と第２ディスプレイ駆動期間は同一な長さ（Ｔｄ）を有する
ことができる。
【０２７７】
　また、１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）は全て同一な長さ（Ｔｔ）を有するこ
とができる。
【０２７８】
　例えば、１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）で、時定数の大きいタッチ電極（例
：ＧＲ１に含まれたタッチ電極）が駆動される第１タッチ駆動期間（例：Ｔ１）と時定数
の小さいタッチ電極（例：ＧＲ１０に含まれたタッチ電極）が駆動される第２タッチ駆動
期間（例：Ｔ１０）は同一な長さ（Ｔｔ）を有することができる。
【０２７９】
　また、１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）の各々でのタッチ駆動信号（ＴＤＳ）
の駆動周波数（ｆ１～ｆ１０）は、全て同一でありうる（ｆ１＝ｆ２＝．．．＝ｆ１０）
。
【０２８０】
　例えば、第１タッチ駆動期間（例：Ｔ１）に時定数の大きいタッチ電極（例：ＧＲ１に
含まれたタッチ電極）に供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数（例：ｆ１）
は、第２タッチ駆動期間（例：Ｔ１０）に時定数の小さいタッチ電極（例：ＧＲ１０に含
まれたタッチ電極）に供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数（例：ｆ１０）
と同一でありうる。
【０２８１】
　図１７ａを参照すると、マルチプレクサ駆動構造で、センシンググループ別の時定数の
差（または、信号伝達長の差またはセンシンググループ位置の差）を考慮した駆動周波数
可変技法を適用する場合、１つのディスプレイフレーム期間内の１０個のディスプレイ駆
動期間（Ｄ１～Ｄ１０）のうち、任意の第１ディスプレイ駆動期間と第２ディスプレイ駆
動期間の各々の長さ（Ｔｄ）は同一であることも、場合によっては相異することもある。
これに対しては、図１８及び図１９を参照して後述する。
【０２８２】
　しかしながら、１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）は全て同一でない長さ（Ｔｔ
）を有することができる。
【０２８３】
　例えば、１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）の各々の長さ（Ｔｔ）が全て異なる
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こともあり、１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）のうちの一部の長さ（Ｔｔ）のみ
異なることもある。
【０２８４】
　但し、１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）で、相対的に、時定数の小さいタッチ
電極（例：ＧＲ１０に含まれたタッチ電極）が駆動される第２タッチ駆動期間（例：Ｔ１
０）は、時定数の大きいタッチ電極（例：ＧＲ１に含まれたタッチ電極）が駆動される第
１タッチ駆動期間（例：Ｔ１）より短い長さ（Ｔｔ）を有することができる。
【０２８５】
　また、１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）の各々でのタッチ駆動信号（ＴＤＳ）
の駆動周波数（ｆ１～ｆ１０）は全て同一ではないことがある。
【０２８６】
　例えば、１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）の各々でタッチ駆動信号（ＴＤＳ）
の駆動周波数（ｆ１～ｆ１０）が全て異なることもあり、１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１
～Ｔ１０）の各々でタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数（ｆ１～ｆ１０）のうちの一
部のみ異なることもある。
【０２８７】
　但し、第２タッチ駆動期間（例：Ｔ１０）に時定数の小さいタッチ電極（例：ＧＲ１０
に含まれたタッチ電極）に供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数（例：ｆ１
０）は、第１タッチ駆動期間（例：Ｔ１）に時定数の大きいタッチ電極（例：ＧＲ１に含
まれたタッチ電極）に供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数（ｆ１）より高
いことがある。
【０２８８】
　仮に、１０個のセンシンググループ（ＧＲ１～ＧＲ１０）の各々の時定数が全て異なれ
ば、１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）の各々でタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動
周波数（ｆ１～ｆ１０）は、時定数の大きさに反比例して高まるようになる（即ち、ｆ１
＜ｆ２＜f３＜．．．＜ｆ１０）。
【０２８９】
　図１７ｂは、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置がＬＨＢ（Long Horizontal Blan
k）を用いた時分割駆動時、ロードフリー駆動が共に遂行される場合、センシンググルー
プ別の時定数の差を考慮した駆動周波数可変技法が適用された駆動タイミングを示す図で
ある。
【０２９０】
　前述したように、タッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）の間、タッチ感度を落とすことがあ
る寄生キャパシタンスの形成を防止するために、ＬＦＤ駆動を遂行することができる。
【０２９１】
　これによれば、タッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）の間、タッチ駆動信号（ＴＤＳ）がセ
ンシング対象タッチ電極ＴＥに供給される時、非センシング対象タッチ電極ＴＥの全体ま
たは一部にタッチ駆動信号（ＴＤＳ）と同一または対応する第１ロードフリー駆動信号（
ＬＦＤ＿ＴＥ）が供給できる。
【０２９２】
　また、タッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）の間、タッチ駆動信号（ＴＤＳ）がセンシング
対象タッチ電極ＴＥに供給される時、データラインＤＬの全体または一部にタッチ駆動信
号（ＴＤＳ）と同一または対応する第２ロードフリー駆動信号（ＬＦＤ＿ＤＬ）が供給で
きる。
【０２９３】
　また、タッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）の間、タッチ駆動信号（ＴＤＳ）がセンシング
対象タッチ電極ＴＥに供給される時、ゲートラインＧＬの全体または一部にタッチ駆動信
号（ＴＤＳ）と同一または対応する第３ロードフリー駆動信号（ＬＦＤ＿ＧＬ）が供給で
きる。
【０２９４】
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　前述した第１乃至第３ロードフリー駆動信号（ＬＦＤ＿ＴＥ、ＬＦＤ＿ＤＬ、ＬＦＤ＿
ＧＬ）のうちの１つ以上は、タッチ駆動信号（ＴＤＳ）と周波数及び位相が同一または類
似し、タッチ駆動信号（ＴＤＳ）と振幅が同一または類似することができる。この際、ロ
ードフリー駆動信号（ＬＦＤ＿ＴＥ、ＬＦＤ＿ＤＬ、ＬＦＤ＿ＧＬ）のうちの１つ以上の
周波数、位相、及び振幅のうち、少なくとも１つがタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の周波数、
位相、及び振幅のうち、少なくとも１つと類似の場合、その差は予め定まった許容誤差範
囲（例：１％、２％、５％など）以内でありうる。
【０２９５】
　一方、センシンググループ別の時定数の差を考慮した駆動周波数可変技法が適用される
ことによって、第１乃至第３ロードフリー駆動信号（ＬＦＤ＿ＴＥ、ＬＦＤ＿ＤＬ、ＬＦ
Ｄ＿ＧＬ）の駆動周波数（ｆ１～ｆ１０）も、タッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数（
ｆ１～ｆ１０）の変化に対応するように変わることができる。
【０２９６】
　図１８は、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０がＬＨＢ（Long Horizontal Bl
ank）を用いた時分割駆動時、駆動周波数可変技法の適用に従う１０個のタッチ駆動期間
（Ｔ１～Ｔ１０）と１０個のディスプレイ駆動期間（Ｄ１～Ｄ１０）に対する例示図であ
る。
【０２９７】
　駆動周波数可変技法を適用するようになれば、１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０
）は、時定数の大きさに比例して長い。即ち、１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）
のうち、小さい時定数を有するタッチ電極を駆動するタッチ駆動期間（Ｔ１－＞Ｔ２－＞
．．．－＞Ｔ１０）であるほど、長さ（Ｔｔ）が短くなることがある。
【０２９８】
　しかしながら、１０個のディスプレイ駆動期間（Ｄ１～Ｄ１０）の長さ（Ｔｄ）は一定
に維持できる。即ち、１０個のディスプレイ駆動期間（Ｄ１～Ｄ１０）のうち、任意の第
１ディスプレイ駆動期間と第２ディスプレイ駆動期間（Ｄ）の長さは同一でありうる。
【０２９９】
　これによれば、ディスプレイ駆動制御がより容易になることができる。また、ＬＨＢ駆
動方式によって、１つのディスプレイフレーム画面（Screen）で１０個のディスプレイ駆
動期間（Ｄ１～Ｄ１０）の間分かれて表示される１０個の分割画面領域（ＤＡ１～ＤＡ１
０）は同一な大きさを有するようになることができる。
【０３００】
　図１９は、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０がＬＨＢ（Long Horizontal Bl
ank）を用いた時分割駆動時、駆動周波数可変技法の適用に従う１０個のタッチ駆動期間
（Ｔ１～Ｔ１０）と１０個のディスプレイ駆動期間（Ｄ１～Ｄ１０）に対する他の例示図
である。
【０３０１】
　駆動周波数可変技法を適用するようになれば、１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０
）は、時定数の大きさに比例して長い。即ち、１０個のタッチ駆動期間（Ｔ１～Ｔ１０）
のうち、小さい時定数を有するタッチ電極を駆動するタッチ駆動期間（Ｔ１－＞Ｔ２－＞
．．．－＞Ｔ１０）であるほど、長さ（Ｔｔ）が短くなることがある。
【０３０２】
　このように、タッチ駆動期間の長さ（Ｔｔ）の減少分だけ対応するディスプレイ駆動期
間の長さ（Ｔｄ）を長くすることができる。即ち、１０個のディスプレイ駆動期間（Ｄ１
～Ｄ１０）のうち、長さ（Ｔｔ）の短い第２タッチ駆動期間（例：Ｔ１０）と対応する第
２ディスプレイ駆動期間（例：Ｄ１０）の長さ（Ｔｄ）は長さ（Ｔｔ）の長い第１タッチ
駆動期間（例：Ｔ１）と対応する第１ディスプレイ駆動期間（例：Ｄ１）の長さ（Ｔｄ）
より長いことがある。
【０３０３】
　この場合、互いに対応するディスプレイ駆動期間とタッチ駆動期間の長さの和（Ｔｄ＋
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Ｔｔ）は一定に維持することができる。
【０３０４】
　例えば、時定数の大きいタッチ電極（例：ＧＲ１に含まれたタッチ電極）が駆動される
第１タッチ駆動期間（例：Ｔ１）の長さ（Ｔｔ）と第１ディスプレイ駆動期間（例：Ｄ１
）の長さ（Ｔｄ）との和（Ｔｄ＋Ｔｔ）は、時定数の小さいタッチ電極（例：ＧＲ１０に
含まれたタッチ電極）が駆動される第２タッチ駆動期間（例：Ｔ１０）の長さ（Ｔｔ）と
第２ディスプレイ駆動期間（例：Ｄ１）の長さ（Ｔｄ）との和（Ｔｄ＋Ｔｔ）と同一であ
りうる。
【０３０５】
　これによれば、タッチセンシング時間の減少分だけディスプレイ駆動時間を追加で確保
することができる。この場合、ＬＨＢ駆動方式によって、１つのディスプレイフレーム画
面（Screen）で１０個のディスプレイ駆動期間（Ｄ１～Ｄ１０）の間分かれて表示される
１０個の分割画面領域（ＤＡ１～ＤＡ１０）の大きさは、ディスプレイ駆動期間の長さ（
Ｔｄ）に対応するように変わることができる。
【０３０６】
　図２０は、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０が２つのタッチ駆動回路ＴＤＣ
を用いてタッチパネルＴＳＰを駆動する場合を示す図である。
【０３０７】
　図２０に図示したように、２つ以上のタッチ駆動回路（ＴＤＣ ＃０、ＴＤＣ ＃１）を
用いて図１２でのタッチパネルＴＳＰより相当に大きいタッチパネルＴＳＰを駆動するこ
とができる。
【０３０８】
　このような大きいタッチパネルＴＳＰを駆動する時、時定数の差を考慮したタッチ電極
別またはセンシンググループ別の駆動周波数可変技法を用いてタッチ駆動することによっ
て、タッチセンシング時間を大幅に減らすことができ、それだけディスプレイ駆動時間を
より多く確保することができる。
【０３０９】
　図２１は、本発明の実施形態に係るタッチ駆動回路ＴＤＣの概略的なブロック図である
。
【０３１０】
　図２１を参照すると、本発明の実施形態に係るタッチ駆動回路ＴＤＣは、多数のタッチ
電極ＴＥのうちの１つ以上にタッチ駆動信号（ＴＤＳ）を供給する信号供給部２１１０と
、タッチ駆動信号（ＴＤＳ）の供給によってタッチセンシング信号を受信する信号受信部
２１２０などを含むことができる。
【０３１１】
　図５のタッチ駆動回路ＴＤＣの構成と比較して見ると、信号供給部２１１０は、第１マ
ルチプレクサ回路ＭＸＣ１、各センシングユニットＳＵの前置増幅器Ｐｒｅ－ＡＭＰなど
を含むことができる。信号受信部２１２０は、第１マルチプレクサ回路ＭＸＣ１、各セン
シングユニットＳＵの前置増幅器Ｐｒｅ－ＡＭＰ、積分器ＩＮＴＧ、及びサンプルアンド
ホールド回路ＳＨＡなどを含むことができる。
【０３１２】
　多数のタッチ電極ＴＥは、第１タッチ電極と第２タッチ電極を含むことができる。
【０３１３】
　第２タッチ電極での時定数（τ）が第１タッチ電極での時定数（τ）より小さい場合、
第２タッチ電極に供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数は、第１タッチ電極
に供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数より高いことがある。
【０３１４】
　前述したタッチ駆動回路ＴＤＣを利用すれば、時定数の差を考慮したタッチ電極別また
はセンシンググループ別の駆動周波数可変技法を用いてタッチ駆動することによって、タ
ッチセンシング時間（Ｔｓｅｎ）を減らすことができる。
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【０３１５】
　図２２は、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０の具現例示としてキオスクを示
す図である。
【０３１６】
　以上で前述した本発明の実施形態に係るタッチ電極別またはセンシンググループ別の時
定数の差（または、信号伝達長の差またはタッチ電極位置の差など）を考慮した駆動周波
数可変技法などの信号特性可変技法を用いるタッチ駆動方法は、小型、中大型などのディ
スプレイに適用されてもタッチセンシング時間の低減という大きい効果を得ることができ
る。
【０３１７】
　一方、本発明の実施形態に係るタッチ表示装置１０は、大画面及び／又は高解像度を要
求する大型ディスプレイであって、一例に、キオスク（KIOSK）、大型スクリーンなどで
ありうる。
【０３１８】
　大画面及び／又は高解像度を要求する大型ディスプレイの場合、小型、中大型ディスプ
レイとは比較できないほど、非常に長いディスプレイ駆動時間を必要とする。
【０３１９】
　しかしながら、大型ディスプレイの場合、図２０のように、大型タッチパネルＴＳＰを
外付けまたは内蔵するため、相当に多いタッチ電極個数を有するようになり、タッチセン
シング時間も相当に長くならざるを得ない。これによって、ディスプレイ駆動時間をより
多く確保することがさらに困難である。
【０３２０】
　しかしながら、本発明の実施形態に係るタッチ電極別またはセンシンググループ別の時
定数の差（または、信号伝達長の差またはタッチ電極位置の差など）を考慮した駆動周波
数可変技法などの信号特性可変技法を用いるタッチ駆動方法を大画面及び／又は高解像度
を要求する大型ディスプレイに適用するようになれば、タッチセンシング時間を非常に多
く減らすことができ、これを通じて、非常に長いディスプレイ駆動時間を確保することが
できる。
【０３２１】
　以上で説明した本発明の実施形態に係るタッチ駆動方法を図２３を参照して再度簡略に
説明する。
【０３２２】
　図２３は、本発明の実施形態に係るタッチ駆動方法の概略的なフローチャートである。
【０３２３】
　図２３を参照すると、本発明の実施形態に係るタッチ駆動方法は、多数のタッチ電極Ｔ
Ｅのうちの１つ以上にタッチ駆動信号（ＴＤＳ）を供給するステップ（Ｓ２３１０）と、
タッチ駆動信号（ＴＤＳ）の供給によってタッチセンシング信号を受信するステップ（Ｓ
２３２０）などを含むことができる。
【０３２４】
　多数のタッチ電極ＴＥは、第１タッチ電極と第２タッチ電極を含むことができる。
【０３２５】
　第２タッチ電極での時定数（τ）が第１タッチ電極での時定数（τ）より小さい場合、
第２タッチ電極に供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数は第１タッチ電極に
供給されるタッチ駆動信号（ＴＤＳ）の駆動周波数より高いことがある。
【０３２６】
　前述したタッチ駆動方法を利用すれば、時定数の差を考慮したタッチ電極別の駆動周波
数可変技法を用いてタッチ駆動することによって、タッチセンシング時間（Ｔｓｅｎ）を
減らすことができる。
【０３２７】
　以上で前述した本発明の実施形態によれば、タッチ感度の低下無しで、全てのタッチ電
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極をセンシングすることに必要とするタッチセンシング時間を減らすことができるタッチ
表示装置１０、タッチ駆動回路ＴＤＣ、及びタッチ駆動方法を提供することができる。
【０３２８】
　また、本発明の実施形態によれば、タッチ感度の低下無しで、多くのディスプレイ駆動
時間の確保を可能にする方式によりタッチ駆動を遂行することができるタッチ表示装置１
０、タッチ駆動回路ＴＤＣ、及びタッチ駆動方法を提供することができる。
【０３２９】
　また、本発明の実施形態によれば、大画面及び高解像度のディスプレイを可能にする方
式によりタッチ駆動を遂行することができるタッチ表示装置１０、タッチ駆動回路ＴＤＣ
、及びタッチ駆動方法を提供することができる。
【０３３０】
　また、本発明の実施形態によれば、タッチ電極別またはセンシンググループ（同時にセ
ンシングすることができるタッチ電極のグループ）別の時定数の差を考慮してタッチ駆動
信号の信号特性を異なるようにしてタッチ駆動を遂行することができるタッチ表示装置１
０、タッチ駆動回路ＴＤＣ、及びタッチ駆動方法を提供することができる。
【０３３１】
　また、本発明の実施形態によれば、タッチ電極別またはセンシンググループ（同時にセ
ンシングできるタッチ電極のグループ）別の信号伝達長の差を考慮してタッチ駆動信号の
信号特性を異なるようにしてタッチ駆動を遂行することができるタッチ表示装置１０、タ
ッチ駆動回路ＴＤＣ、及びタッチ駆動方法を提供することができる。
【０３３２】
　また、本発明の実施形態によれば、タッチ電極別またはセンシンググループ（同時にセ
ンシングできるタッチ電極のグループ）別の位置の差を考慮してタッチ駆動信号の信号特
性を異なるようにしてタッチ駆動を遂行することができるタッチ表示装置１０、タッチ駆
動回路ＴＤＣ、及びタッチ駆動方法を提供することができる。
【０３３３】
　以上の説明及び添付の図面は、本発明の技術思想を例示的に説明したことに過ぎないも
のであって、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者であれば、本発明の本質的
な特性から外れない範囲で構成の結合、分離、置換、及び変更などの多様な修正及び変形
が可能である。したがって、本発明に開示された実施形態は本発明の技術思想を限定する
ためのものではなく、説明するためのものであり、このような実施形態により本発明の技
術思想の範囲が限定されるものではない。本発明の保護範囲は請求範囲により解釈されな
ければならず、それと同等な範囲内にある全ての技術思想は本発明の権利範囲に含まれる
ものとして解釈されるべきである。
【符号の説明】
【０３３４】
　１０　　タッチ表示装置
１１０　　表示パネル
１２０　　データ駆動回路
１３０　　ゲート駆動回路
１４０　　ディスプレイコントローラ
３００　　タッチ回路
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